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- For a dream-inspiring society
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TELのサステナビリティ >
 

マテリアリティの特定
＞
 

目標と実績 > 価値創造モデル
>

 

2025.05.26 東京エレクトロン宮城 本社
RBA監査でプラチナ・ステ ー タスを取得

Notification 
2025.04.04 GPIFの国内株式運用機関が選ぶ「優れた統合報告書」に選定

Sustainability News > 

2025.04.04 東京エレクトロン九州本社
RBA監査でプラチナ・ステ ー タスを取得

2025.03.24 第4回E-COMPASS説明会「TELE-COMPASS Day」を開催

2025.03.17 Sustainalytics ESG Risk RatingsにてLow riskの評価を獲得



私たちが取り組む

マテリアリティ（重要分野）

社会環境や事業環境の整理、リスクと機会の検討、またステークホルダーとの積極的な対話などをお
こなうことにより、中長期的な企業価値の向上において、平要かつ優先的に取り組むべきマテリアリ
ティを特定しています
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＞統合報告書

当社の強みを生かしたパリュ ーチェ ーンの取り
組みによる中長期的な利益の拡大と継続的な企
業価値の向上についてご報告しています。

＞サステナビリティアー カイブ

2023年よりサステナビリティレポートは統合報告書に統合しまし
た。過去のサステナビリティレポートについてはこちらよりご確認く
ださい。































/ サステナビリティ / サステナビリティ年度目標と実績

Sustainability goals and results

サステナビリティ年度目標と実績

各マテリアリティにおけるサステナビリティ年度目標

各マテリアリティにおいて重点テーマを特定し、年度ごとにサステナビリティ年度目標の設定をおこない、実績の把握や達成状況の確認をおこなっています。

各目標の設定においては責任者を明確にし、その目標の達成に向けたさまざまな活動を展開することにより、SDGsへの貢献や当社の企業価値のさらなる向上に取り

組んでいます。

サステナビリティ年度目標と実績

2023年度目標と実績

対象分野 年度目標 実績 マテリアリティ

研究開発

顧客対応力 

顧客対応力

生産性向上 

品質

グローバル特許出願率*¹　前年水準を

維持(±10ポイント)

前年水準維持を達成(CY2021:80.1％、

CY2022:79.9％)

革新的な技術をもつ

Best Products

お客さまにおける東京エレクトロンの価

値向上

顧客在庫調整とともに最先端向け設備投資が

抑制されたものの、成熟世代向け生産能力増強

の投資は前倒

革新的な技術をもつ

Best Products

付加価値の高いBest

Technical Service

顧客満足と信頼顧客満足度調査において「大変満足」ま

たは「満足」回答を選択した割合*²

100%

100%を達成

中長期目標である業務効率の10%向上

を目指し、統合基幹システム導入により

データの一元管理を実現し、従業員にと

ってより付加価値の高い業務を創出す

る基盤を構築

海外現地法人へのERP 導入開始1.

国内製造拠点へのERP 導入開始2.

最初の海外現地法人へのERP導入完了1.

最初の国内製造拠点へのERP 導入完了2.

品質マネジメント

共通重要事案の波及性確認と類似不具

合再発防止策の徹底

QA-BOX*³運用継続・徹底

月次で定例会を開催

QA-BOXに投稿された事案についてビジネス

ユニット (BU) 間の横展開を実施

各BUで波及性などの調査をおこない、リスク

に応じて全社統一の方針を決定し対応

全社統一の方針決定以降の活動内容のモニ

タリングを開始

必要なシステム(ツール)を改修

2023年度目標と実績 2024年度目標

https://alb-cms.origin-tel.com/WebRelease2/preview.6716415382604327133.chop4k000000002z/irta3a000000017n/pv8va20000001gpf/ddnpc300000000jg
https://alb-cms.origin-tel.com/WebRelease2/preview.6716415382604327133.chop4k000000002z/irta3a000000017n/pv8va20000001gpf/ddnpc300000000jg
https://alb-cms.origin-tel.com/WebRelease2/preview.6716415382604327133.chop4k000000002z/irta3a000000017n/pv8va20000001gpf/ddnpc300000000jg
https://alb-cms.origin-tel.com/WebRelease2/preview.6716415382604327133.chop4k000000002z/irta3a00000000za/pv8va20000001gpf/ddnpc300000000jg
https://alb-cms.origin-tel.com/WebRelease2/preview.6716415382604327133.chop4k000000002z/pv8va20000001gpf/pv8va20000001gpf/ddnpc300000000jg


品質

品質

品質

社員/

エンゲージメント

社員/

ダイバーシティ、

エクイティ&

インクルージョン

社員/

キャリア

社員/

ワーク・ライフ・

バランス

安全

コーポレート

ガバナンス

より正確な品質状態を把握するための

情報環境の強化と改善活動の推進 

品質ダッシュボードの運用および定期更新の

継続徹底

1.

品質ルールの整備と改善のため、品質規程(品

質TELマニュアル/TELガイドライン*⁴)の工場

監査実施

2.

東京エレクトロンFE、Tokyo Electron

Koreaのオンサイト監査完了

監査で見つかった課題や問題点に対して改

善依頼書を発行

市場不具合の根本原因究明と対策活動

の徹底によるShift Left活動の推進・強

化

市場不具合からリスクを可視化

特定工場を参考にBｰFMEA*⁵強化活動を遂行

結果の評価をおこない、グループ横軸展開に向

けた検討を実施 

開発初期段階からのリスク抽出と対策

の徹底(未然防止の徹底)

各工場が取り組んでいる有益な改善施策の共有

と実施

既存施策では解決できない課題の確認

テーマに基づいた対策計画の立案

社員の定着率：日本99%、海外業界平

均以上

日本: 98.8%

海外: 業界平均以上(95.8%)

人権の尊重

従業員のエンゲージ

メント

高い倫理観に基づく

行動
サクセッションプランニングにおいて、ダ

イバーシティを意識したタレントパイプ

ライン(人材育成計画)形成をおこない、

女性管理職比率*⁶をグローバル8%、日

本5% (2026年度まで) にする目標に向

けた取り組みを実施

パイプライン人材へのキャリアサポートの強化

女性管理職比率　グローバル6.3%、日本3.1%

職場の学ぶ文化・育成する風土の醸成

リーダー育成　1.

パーソナライズされたグローバルな

学習機会の提供

2.

会社人生を通じたキャリア開発の

サポート

3.

新たに新任部長研修、既存マネージャーに対

するワークショップなどを開始

1.

LinkedIn Learningやビジネススキルコースの

充実で、学べる環境整備を進行。自律的な学

習を促進する「個人のキャリア意識醸成」につ

いての施策を検討

2.

30代前半に対するキャリア教育の全社展開に

向けた準備。中堅層、マネージャーに対するキ

ャリア意識醸成のセミナーを企画

3.

年次有給休暇取得率　日本: 75%以

上、海外: 前年度実績と同等以上

日本: 80.6%

海外: 69.0%(前年度実績65.6%)

労働時間20万時間当たりの人身事故発

生率(TCIR)　0.30未満

TCIR 0.15 付加価値の高いBest

Technical Service

安全第一のオペレー

ション

常に最適で実効性の高い取締役会と攻

めの経営執行体制を構築し、取締役会

の実効性評価や機関投資家などからの

意見を踏まえた課題に継続的に取り組

むことで、中長期的な企業価値向上と持

続的成長に向けた強固なガバナンスを

実現

実効性の高い取締役会を目指して1.

監査役会設置会社: 社外取締役比

率1/3(女性2名)、監査役を含めた自

由闊達な議論

オフサイトミーティング: 中長期的な

戦略・課題などの議論(年2回)

CEO 報告: 取締役会でCEO自ら重

要な業務執行状況を報告(毎取締

役会)

CEOミッション: 中期経営計画達成

に向けたCEOミッションの共有

代表取締役評価クローズドセッショ

ン: 代表取締役を除く取締役・監査

役によるセッション(年１回)

業務執行を支えるオペレーティングリ

ズム

2.

コーポレートオフィサーズ・ミーティ

ング: 執行側の最高意思決定機関

(月1回)

実効性の高い取締役会を目指して1.

監査役会設置会社として、社外取締役比率

1/2(6名中3名)を維持。過半数も視野に、指

名委員会での活動を継続。第61期定時株主

総会に提案する取締役候補者は、社外取締

役比率が過半数(7名中4名)

オフサイトミーティング2回(8月、2月)

取締役会で原則毎回、CEOによる業務執行

に関する重要事項を説明

CEOミッション: 取締役会メンバーと共有

代表取締役評価に関するクローズドセッシ

ョン: 2回

業務執行を支えるオペレーティングリズム2.

コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 20

回

CSSミーティング: 4回

四半期レビュー会議: 4回

コンプライアンス

エンタープライズリス

クマネジメント



リスクマネジメント

リスクマネジメント

環境/物流

環境/事業所

環境/事業所

サプライチェーン

マネジメント

資材系：調達額の85%以上

物流系：通関関連業者100%

CSS(Corporate Senior Staff)ミー

ティング: 全社業務執行のグローバ

ル横串の連携(年４回)

四半期レビュー会議: 中期経営計

画の進捗をモニタリング(年４回)

強固な経営基盤を支える実効性の高い

リスクマネジメント体制の構築とさらな

る改善

「Safety, Quality and Compliance.

Our top priority. It’s our pride.」の

標語を掲げ、リスクマネジメントおよ

びコンプライアンス遵守を強化。本社

コンプライアンス専任部署やチーフ・

コンプライアンス・オフィサー、リージ

ョナル・コンプライアンス・ヘッドを設

置するとともに外部機関によるアセ

スメントの実施や教育を展開

執行側の最高意思決定機関であるコ

ーポレートオフィサーズ・ミーティン

グ、 および取締役会への報告 (年２

回) を通じて監督・モニタリングを実

施

当社グループ全体において適切な対

策を確実に実施するため、リスクマネ

ジメント委員会を中心に事業を遂行

する上で想定されるリスク(2023年度

は12項目のリスク)を特定し、各社の

活動に展開

安全・コンプライアンス・リスクマネジ

メントに関する啓発活動を継続的に

実施し、全役員・全社員一人ひとりの

意識、および自律的かつ具体的な取

り組みを人事評価に反映

GRCツール*⁷を用いたグループ全社のリスクマ
ネジメント活動の定着と実行

昨今のビジネス環境を踏まえて継続的にリスク

項目の見直しを実施し、2023年度は12 のリスク

を元にリスクマネジメント活動を実践

リスクマネジメント委員会の開催、およびグルー

プ各社のさらなる体制の強化に向けて、個社ご

とのリスクマネジメント委員会設置に向けた取

り組みを実施

倫理委員会、各社/現法との定期的な会議を通

じたコンプライアンス組織体制の強化。外部機関

によるコンプライアンスアセスメントの導入検討

倫理・コンプライアンス・リスクマネジメント研修

の継続実施(新任グループリーダー・部長向け研

修)

安全第一のオペレー

ション

品質マネジメント

コンプライアンス

高い倫理観に基づく

行動

情報セキュリティ

エンタープライズリス

クマネジメント

重大インシデントの未然防止のための

企業倫理・文化の継続的醸成とコンプ

ライアンス態勢の確立

グループ全体でのコンプライアンス推

進体制の構築とオペレーティングリズ

ムの高度化

1.

コンプライアンス意識の啓発と行動変

革のための仕組みの見直しと実行

2.

コンプライアンスリスク評価に基づく

各種プログラムの継続的な改善と実

行

3.

コンプライアンス業務とプログラムの

デジタル化推進

4.

倫理委員会、各社/現法との定期的な会議を

通じたリスク低減施策の討議・立案・実行

1.

対象に応じた教育・啓発活動の実施(役員向け

セミナー(競争法/インサイダー取引)、マネージ

ャー向け教育、倫理基準遵守の誓約の実施、

不祥事事例の共有、社内向けGlobal

Compliance Webの刷新(５言語対応、グロー

バルポータルとしてのサイト再構築))

2.

コンプライアンスプロジェクトの推進(許認可

手続き関連、下請法関連)

3.

許認可手続き管理、個人情報管理、委託先管

理、内部通報管理、法改正情報のデジタル化

推進

4.

コンプライアンス

高い倫理観に基づく

行動

エンタープライズリス

クマネジメント

製品の木材梱包の使用比率を50%以下

に削減(2023年度まで、半導体製造装置

の梱包)

通期77.6%(第4四半期73.6%) 気候変動とネットゼ

ロ

製品の環境性能

顧客満足と信頼

サプライヤーリレーシ

ョンシップ

各事業所におけるエネルギー使用量(原

単位*⁸)前年度比1%削減　

11事業所中、2事業所において達成

各事業所における水使用量(原単位*⁹)

の各基準年度水準を維持

13目標中、10目標において達成

サプライチェーンサステナビリティアセ

スメントの実施率

資材系: 調達額の85%以上を達成

物流系: 通関関連業者100%を達成

人材系: 派遣会社および請負会社(構内請負)

100%を達成

サプライヤーリレーシ

ョンシップ

コンプライアンス

エンタ プライズリス

グローバル特許出願率: 出願に至った発明出願件数のうち複数国に出願された割合*1

ご回答いただいたすべてのお客さまのスコア平均値を設問ごとに算出*2

QA-BOX: 当社内の重要品質情報の共有・横展開ツール*3

TELマニュアル/TELガイドライン: 開発・設計・製造・サービスなど主要業務区分ごとに定めた全社共通の品質方針に基づく規定*4

B-FMEA: Base-Failure Mode and Effect Analysis(故障モード影響解析)*5

高度専門職、定年後再雇用者含む*6

GRCツール: 企業活動に関連するGRC(Governance・Risk・Compliance)対応を統合することで、多層化・複雑化した企業の管理機能と収集される管理情報を体系的に整理し、適時に経

営の意思決定に寄与する仕組み

*7

原単位: 各地区で開発評価機台数、生産台数、床面積、工数の複合重みづけにて算出*8

原単位: 各地区で床面積、人数などをもとに算出*9

BCP: Business Continuity Plan*10



2024年度目標

対象分野 年度目標 マテリアリティ

研究開発

顧客対応力

顧客対応力

生産性向上

品質

品質

品質

品質

社員/

エンゲージメント

社員/

ダイバーシティ、

エクイティ&

インクルージョン

社員/キャリア

社員/ワーク・

ライフ・バランス

安全

コーポレート

ガバナンス

リスクマネジメント

グローバル特許出願率*¹、前年水準を維持(±10ポイント) 革新的な技術をもつBest Products

お客さまにおける東京エレクトロンの価値向上 革新的な技術をもつBest Products

付加価値の高いBest Technical

Service

顧客満足と信頼

顧客満足度調査において「大変満足」または「満足」回答を選択した割合

100％*²

中長期目標である業務効率の10％向上を目指し、統合基幹システム導入により

データの一元管理を実現し、従業員にとってより付加価値の高い業務を創出する

基盤を構築

国内製造拠点へのERP展開

品質マネジメント

共通重要事案の対応推進と、波及性不具合の再発防止

品質状態を把握、改善するためにKPIの設定と監視、改善活動の推進

市場不具合の根本原因究明と対策活動の徹底によるShift Left活動の推進・強

化

開発初期段階からのリスク抽出と対策の徹底(未然防止の徹底)

社員の定着率：日本99%、海外業界平均以上 人権の尊重

従業員のエンゲージメント

高い倫理観に基づく行動

サクセッションプランニングにおいて、ダイバーシティを意識したタレントパイプラ

イン(人材育成計画)形成をおこない、女性管理職比率*³をグローバル8％、日本

5％(2026年度まで)にする目標に向けた取り組みを実施

職場の学ぶ文化・育成する風土の醸成

リーダー育成1.

パーソナライズされたグローバルな学習機会の提供2.

会社人生を通じたキャリア開発のサポート3.

年次有給休暇取得率　日本: 80%以上、海外: 前年度実績と同等以上

労働時間20万時間当たりの人身事故発生率(TCIR)　0.20未満 付加価値の高いBest Technical

Service

安全第一のオペレーション

常に最適で実効性の高い取締役会と攻めの経営執行体制を構築し、取締役会の

実効性評価や機関投資家などからの意見を踏まえた課題に継続的に取り組むこ

とで、中長期的な企業価値向上と持続的成長に向けた強固なガバナンスを実現

実効性の高い取締役会を目指して1.

監査役会設置会社: 社外取締役比率過半数、監査役を含めた自由闊達な議

論

オフサイトミーティング: 中長期的な戦略・課題などの議論(年2回)

CEO 報告: 取締役会でCEO自ら重要な業務執行状況を報告(毎取締役会)

CEOミッション: 中期経営計画達成に向けたCEOミッションの共有

代表取締役評価クローズドセッション: 代表取締役を除く取締役・監査役に

よるセッション(年１回)

業務執行を支えるオペレーティングリズム2.

コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 執行側の最高意思決定機関(月1

回)

CSS(Corporate Senior Staff)ミーティング: 全社業務執行のグローバル横

串の連携(年４回)

四半期レビュー会議: 新中期経営計画の進捗をモニタリング(年４回)

コンプライアンス

エンタープライズリスクマネジメント

強固な経営基盤を支える実効性の高いリスクマネジメント体制の構築とさらな

る改善

「 Safety, Quality and Compliance. Our top priority. It's our pride.」の標語

を掲げ、リスクマネジメントおよびコンプライアンス遵守を強化

当社グループの最高コンプライアンス責任者であるチーフ・コンプライアンス・オ

フィサーと国内子会社および海外子会社のコンプライアンス担当責任者が緊密

安全第一のオペレーション

品質マネジメント

コンプライアンス

高い倫理観に基づく行動

情報セキュリティ



リスクマネジメント

環境/物流

環境/事業所

環境/事業所

サプライチェーン

マネジメント

サプライチェーン

マネジメント

に連携し、重大インシデントの未然防止に向けた企業倫理・文化の継続的醸成お

よびコンプライアンス態勢確立

執行側の最高意思決定機関であるコーポレートオフィサーズ・ミーティング、 およ

び取締役会への報告 (年2回) を通じて監督・モニタリングを実施

当社グループ全体において適切な対策を確実に実施するため、リスクマネジメン

ト委員会を中心に事業を遂行する上で想定されるリスク (2023年度は12項目の

リスク) を特定し、各社の活動に展開

安全・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する啓発活動を継続的に実施

し、全役員・全社員一人ひとりの意識、および自律的かつ具体的な取り組みを人

事評価に反映

エンタープライズリスクマネジメント

重大インシデントの未然防止のための企業倫理・文化の継続的醸成とコンプラ

イアンス態勢の確立

グループ全体でのコンプライアンス推進体制の構築とオペレーティングリズ

ムの高度化

1.

コンプライアンス意識の啓発と行動変革のための仕組みの見直しと実行2.

コンプライアンスリスク評価に基づく各種プログラムの継続的な改善と実行3.

コンプライアンス業務とプログラムのデジタル化推進4.

コンプライアンス

高い倫理観に基づく行動

エンタープライズリスクマネジメント

製品の木材梱包の使用比率を50%以下に削減(2024年度まで、半導体製造装置

の梱包)

気候変動とネットゼロ

製品の環境性能

顧客満足と信頼

サプライヤーリレーションシップ各事業所におけるエネルギー使用量(原単位)前年度比1%削減*⁴

 各事業所における水使用量(原単位)の各基準年度水準を維持*⁵

サプライチェーンサステナビリティアセスメントを実施したサプライヤーの比率

資材系/調達額の85％以上

物流系/通関関連業者100％

人材系/派遣会社および請負会社(構内請負)100％

サプライヤーリレーションシップ

コンプライアンス

エンタープライズリスクマネジメント

サプライチェーンBCP*⁶アセスメントの実施率とアセスメント結果に応じた改善
活動の実施

グローバル特許出願率: 出願に至った発明出願件数のうち複数国に出願された割合*1

ご回答いただいたすべてのお客さまのスコア平均値を設問ごとに算出*2

高度専門職、定年後再雇用者含む*3

原単位: 各地区で開発評価機台数、生産台数、床面積、工数の複合重みづけにて算出*4

原単位: 各地区で床面積、人数などをもとに算出*5

BCP: Business Continuity Plan*6
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取り組み事例1

岩手菜江翠J干茉所では、 奥州市ほ境市民会涵『爽州めぐみネットJ•の活勁に怨加していますo2022年

度は「辺境活勘Te<hnology for Eco UfQ』の請酒をおこなった他、近隣住民との自然臣察活勘にお

加するなど、コミュ：：：ケー ションの措遵に努めています。

・奥州，，，環5市民会頑「輿州めぐみネット』は、素明らしいふるさと輿州の天しい環只とそれを守る心を未来へと弓le鞣いでいくた.,,こ免足し況在は約100のIll人・企茎—団体弓が入会して；；；

動している

取り組み事例2

写只播彩や桧両製作を逆してま窃多ほ社、 エコライフ、環境召考える機会を広めるための醤発活勁の一環として、徒業只とその宗族からの応存によるmElJ:コライフ ・

絵画 ・ フォトコンテスト」を関倍しています。2009年より開姶したこの取り組みは年々応雰数が屯加し、2023年度は田内外の従業只およびその家族より2,877件の応雰

がありました。この15年閲で、延べ約11,00叶Fを超える作品が集まっていますo

"ELI:コライフ・笠函•9ォトコンテスりの作品曾J2

"Elエコライフ・絵田·つォトコンテスト」の作品9)1

グリ ーン調達

グリ ーン調達ガイドライン（日／英）

当社は、地球環境保全と門続可能な倫遠型社会の形成を目指し、環境に記慮した；；業運営をおこなっています。その一ほとして、 『グリ ーン調達ガイドライン」を発行い

たしました。お船l先さまにおかれては、当社の環現保全活勁および「グリ ーン調達ガイドライン」へのコ翌解とご協力をお願い申し上げます。

グリーン調達ガイドライン
Rev.4.2 (144KB) て

Guideline tor Green 
Procurement Rev. 4.2 
(61KB) 

c 



TEL管理対象物質群リスト(2024年11月改定）（日／英）

当社は、世界名口のほ境法規影lが多ほ化、複雑化する状況を翔まえ、呂新の法規制を反咲したliEL壱瑣対象榜質群リスト」を作成し、半年ごとに改訂しています。本資

料では、当社が子菜活動をおこなう上で栞止および冒遵の対象となる窃質とその閲伯、対象用述についての忙報を戻供しています。特にTEL茅止特疫にI�定されてい

る物貸を含有する場合、返やかに非含有化や代晉化が必要です。

TEL管環対象物質群リスト
Rev. 4.2 (2.4MB) 

関連文書（日／英）

て
TEL Substances List Rev. 
4.2(2.7MB) c 

製品に関する環境法規制が強化される中で、各法規制を遵守し遅合するための考え方や取り組みを以下の文否にまとめましたので、ご苓照ください。

製品含賓化学物質管環の考え
方Rev. 4.2 (130KB) 

Explanation of How TEL 

Addresses Issues Regarding

て

Environmenta l Laws and c;ヱヨ

Regulations in Products 

Rev. 2.0(168KB) 

Our View on Management 

of Chemical Substances in 

Tokyo Electron Group 
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納入品に関する環境情報提供のお願い

c 

当社グ）しープでは』巧l先さまから！召入するすべての部品・製品について、含有化学窃質調査を実施しています。

含有化学物質調査

当社では、TEL壱連対象物質群リストに基づいて、製品の含石化学勃賃の言理を哭施しております。

製品忘境法親鯖対応説明Rev.
2.0(256KB) c 

当社では、含有化字窃質調査に、chemSHERPA・Al"'を使用しています,cheo1SHERPA-AIツー ルは、httpょ//chcms恥rpa.nct/墨 より、ダウンロー ド可能です。

調査方法の詳細を確認されたし逗合は、サステナビリティについてのお問い合わせフォームからご遅絡ください。

サステナビリティについてのお問い
’ 

合わせフォーム

·1 製品さjj1じ字”税lllliiを伝違するた，，，のIll諏伝違ツール

環境法規制調査

含有化学窃質規間の1まかにも、各国のエネルギー効幸化規制やリサイクルに関する規制などがあります。これらに対しても取引先さまに為査し、対応を推進しておりま

す。ご協力をよろしくお願い申し上げます。











アカデミアとの共同研究公募制度

当社は、半導体関連における先端要素技術の発掘と協業を目指して、2018年よりアカデミアとの共同研究公募制度を実施しています。この制度により、これまでの4年

間において23件のテ ーマを採択し、さまざまな共同研究を進めています。

公募における研究テ ーマは自由であるものの、採択にあたっては①当社の技術ニーズと合致しアカデミアならではの独創的な視点や発想が見られること、②当社の技

術力や企画力の向上につながり今後の事業領域拡大への貢献が期待されることを基準としています。当社の各開発本部やビジネスユニット(BU)、また国内製造拠点

などから選出された技術アドバイザーが採択に当たり、その後の共同研究活動に関する運営は事務局が担当します。研究期間は最長3 年間で、有効性のある成果が確

認された場合には、研究の継続について検討をおこないます。

今後も半導体関連の技術開発や装置開発、および科学技術の進化とアカデミアにおける研究活動の活性化に寄与すべく、公募制度の取り組みを推進していきます。

知的財産マネジメント

当社は知的財産の保護・活用によって事業活動をサポートし、企業収益の向上につなげることを基本

的な考え方として知的財産マネジメントを推進しています。

技術革新が成長を牽引する半導体業界において、持続的な成長を実現していくため、産学連携を含む

研究開発をグロ ー バルに展開しています。知的財産部門が各地の開発•生産拠点において研究開発

部門や事業部門と連携するとともに、本社においてもマー ケティング部門と連携することで、開発にお

けるシーズや市場のニーズに基づき創出されるイノベーションを適切に保護し、Shift Leftを重視した

研究開発戦略に対応する知的財産権ポー トフォリオを構築しています。

2023年に創出された発明の数は、日本で1,186件、海外で303件にのぼりました。グロ ー バル特許出

願率は5年連続で約75％を維持し、許可率＊は日本で81%、米国で80％に達しています。

また、国内外のパー トナー企業さまやコンソーシアム ・ アカデミアとの協業においても数多くの発明を創出しており、過去3年間で61件の特許を共同出願しています。

その結果、2024年3月末時点の特許保有件数は、半導体製造装置業界でNo. lの23,249件であり、知的財産の分野における優位性をグロ ー バルレベルで構築していま

す。

また、当社の特許ポートフォリオは、他社への影響力や近年の技術的価値上昇度などにおいて高い評価を受けており、2024年に引き続き、 「Clarivate Topl OOグロ ー

バル ・イノベー ター 2025」、および「LexisNexis Global Top 100 Innovation Momentum 2025」にも選出されています。

当社は、知的財産を中長期的な企業価値向上における重要な資産と位置づけており、今後も量と質の両面で競争力のある知的財産権ポー トフォリオを構築すること

で自社技術の差別化を図り、製品競争力の向上に努めていきます。

* 2023年算出値























Supply Chain Management

サプライチェーンマネジメント

サプライチェーンマネジメントについての考え方と体制

東京エレクトロングループは、健全で持続可能なサプライチェーンを構築するため各国の法令、社会規範およびRBA行動規範に基づいた調達方針を

策定し、お取引先さまとともに本方針に基づく活動を実践しています。

また、部品・原材料などを取り扱う資材系、役務を提供する人材系、ロジスティクス業務を担う物流系など、パートナーとして当社事業を支えるお取

引先さまとの信頼関係の構築に努めています。お取引先さまとの継続的なコミュニケーションを通じて、労働、安全衛生、環境、倫理などのあらゆる

観点からサプライチェーンにおける課題を確認しています。これらの課題は、CEOによる監督のもと関連部門で共有し、改善策に取り組んでいきます。

今後も、グローバルスタンダードに準拠したオペレーションをお取引先さまと協働で展開することで、サプライチェーンにおける価値創造に努めてい

きます

調達方針

調達方針附則文書：お取引先さまへのお願い

部材調達マネジメント体制

サステナビリティの展開 責任ある鉱物調達 調達BCP

環境への取り組み パートナーシップの構築
お取引先さま向け通報制

度

https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/index.html


サステナビリティの展開

お取引先さまとの取り組み

当社グループの品質の向上とサプライチェーンにおけるサステナビリティの展開を推進するためには、部品、原材料などを取り扱う資材系、役務を提

供する人材系、ロジスティクス業務を担う物流系など、多様なお取引先さまとの強いパートナーシップ構築が欠かせません。

新規取引を開始する際には、当社グループ独自のアセスメントシステムであるSupplier Total Quality Assessment(STQA)を実施し、製品品質やコ

スト、情報セキュリティ体制ならびに人権・倫理・安全・環境など企業の社会的責任分野の取り組みについて、セルフアセスメント形式で状況を確認し

ます。また、品質については実地監査でチェックをおこない、リスクがあると判断した場合は、現場で不適合箇所や当社グループが期待する品質水準

をご理解いただいた上で、改善策の立案・実行をお願いしています。そして、すべての改善が完了するまでお取引先さまを継続的にサポートします。

2023年度、社会的クライテリアを使用してスクリーニングした新規重要お取引先さまは100％でした。

さらに重要部品を扱うお取引先さまや品質問題が発生したお取引先さまに対しては、3年ごとに実地監査を実施しています。

サステナビリティアセスメント

当社グループはビジネスへの影響やさまざまなリスクを特定し、優先的かつ継続的に取り組み状況の確認が必要なお取引先さまをスクリーニング

しています。スクリーニングより選定された資材系*¹、人材系*²、物流系*³のお取引先さまを対象にRBA監査基準に基づいた労働、安全衛生、環境、倫

理などの分野に関する「東京エレクトロングループ サプライチェーンサステナビリティアセスメント」を2013年度より毎年実施しています。アセスメン

トの結果はアセスメントにご協力いただいたお取引先さま全社にフィードバックし、必要な改善活動に取り組んでいただいています。

サプライチェーンサステナビリティの展開

サプライチェーンマネジメントのサステナビリティ年度目標と実績

資材系: 調達額の80%(2022年度より85％)以上を占めるお取引先さま*1

人材系: 派遣会社および請負会社(構内請負)100%*2

物流系: 通関関連業者100%*3



2023年度は、優先的かつ継続的に取り組み状況を確認が必要なお取引先さまとして704社を特定しました。これらのお取引先さまを対象にサステ

ナビリティアセスメントを実施し、全社からご回答をいただきました。アセスメントの結果、優先的に改善すべき顕在的/潜在的なリスクがあるお取引

先さまは2社であり、是正活動をお願いしています。また、2024年度は56社のお取引先さまに取り組み状況や是正プランについて個別に確認し、是正

活動の支援とともにモニタリングを実施しています。

「2023年度サプライチェーンサステナビリティアセスメント」の実施結果

また毎年サステナビリティアセスメントの結果についてはお取引先さまに対し説明会を実施し、最新のアセスメント結果と各項目における是正のポ

イントについてご説明するとともに、是正に向けた取り組みをお願いしています。加えて当社グループでは、サプライチェーンにおけるすべての人々が

自由な意思に基づいて労働することを確実にするため、強制労働や債務労働を一切許容しない方針を明文化し、お取引先さまへ伝達しています。

2023年度は、雇用関連費用について不適合が確認されたお取引先さまと個別にエンゲージメントを実施し、課題についてのご理解と是正をお願い

し、改善につなげています。

サプライチェーンサステナビリティアセスメントを実施した

サプライヤーの比率
2023年度目標 実績

資材系 調達額85％以上 調達額85％以上を達成

物流系/通関関連業者100％ 100％ 100％を達成

人材系/派遣会社および請負会社(構内請負) 100％ 100％を達成

アセスメント実施対象お取引先さま数 704社

アセスメント回答率 100％

優先的に改善すべきリスクを確認したお取引先さま数 2社

リスクに対する是正実施を依頼したお取引先さま数 2社



お取引先さまとの継続的な取り組み

取り組み事例1

東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ (岩手)では、品質問題の未然防止に向けた活動をお取引先さまと共に取り組んでいます。お取引先さ

まに対してはSTQAを実施することで、お取引先さまにおける品質管理や体制について確認し、課題に対応している一方、不具合が発生していること

からSupplier Quality Improvement Program(SQIP)を立ち上げ、品質問題の根本的な原因の調査や分析をおこなっています。またこのプログラム

では不具合発生率の高い一部のお取引先さまを対象に、すでに発生した不具合について深掘りし再発防止に取り組むとともに波及性を鑑み、類似

する他の不具合を未然に防ぐことに注力しています。継続的にお取引先さまと活動に取り組みながら、不具合発生率の半減を目指し、お取引先さま

との信頼関係のさらなる向上につなげています。

取り組み事例2

2022年度には、国内主要製造拠点の1つである東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(山梨)においてRBA監査を受審し、お取引先さまとと

もに必要な是正活動を実施しました。今後は海外を含むその他の主要製造拠点においても同様の監査を受審することでRBA行動規範の遵守をさら

に推進し、サプライチェーン全体におけるサステナビリティの取り組みを展開していきます。また、 このような取組みを推進するために、当社の取引先

担当者に、RBA監査基準の説明会も実施し、お取引先さまの取り組みをサポートしています。

責任ある鉱物調達

当社グループは、人権侵害や労働問題などを引き起こす要因となっている非合法に搾取・採取された鉱物調達への対応を企業の社会的責任である

と捉え、これらを使用した原材料や、含有する部材・部品などの採用を排除していく方針です。この方針に則り、OECD*¹による「紛争地域および高リス

ク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」に沿って、責任ある鉱物調達調査をおこなっています。

2023年度は対象鉱物を3TG*²とし10回目となるCMRT*³を使用した調査の実施により、紛争非関与と判定する根拠の1つであるRMAP*⁴準拠製錬所

に該当する238社を特定することができました。また、紛争に関与した3TGを使用した調達品は確認されませんでした。調査結果についてはお取引先

さまと共有し、2024年度からは対象鉱物にコバルトを追加するなど、今後もデューデリジェンス活動を実施していきます。

3TG: タンタル、スズ、タングステン、金*1

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development。経済協力開発機構*2

CMRT: Conflict Minerals Reporting Template。紛争鉱物に関する国際ガイドラインを制定しているRMI(Responsible Minerals Initiative)により提供された、紛争

鉱物報告のための調査フォーマット

*3

RMAP: Responsible Minerals Assurance Process。RMIが提唱・主導する紛争鉱物不使用製錬企業プログラム*4

2019年度 2020年度 2021年度  2022年度  2023年度 

特定したRMAP準拠

製錬所数 
261 236  243  234  238



調達BCP

当社グループは事業継続計画(BCP)の一環として、お取引先さまとともに継続的な災害対策活動に取り組んでいます。複雑化するサプライチェーン

を適切に把握するためITシステムを活用しサプライチェーンの可視化を進めながら、災害発生時にいち早く被災状況を確認し復旧に向けて速やか

に協働できるよう、調達品の生産拠点をデータベース化しています。2023年度における登録拠点数は約32,000拠点となり、災害発生時の被災状況

調査を3回実施しました。また、お取引先さまに対してBCPアセスメントを実施し、その回答内容を分析してお取引先さまにフィードバックすることで、

懸念点などの改善につなげています。

環境への取り組み

当社グループは、お取引先さまのご協力のもと、環境に配慮した部品、製品、および材料を優先して購入するための「グリーン調達」を推進しておりま

す。また、お取引先さまから購入するすべての部品・製品について、製品環境法規制調査を実施しています。

加えて、当社グループではE-COMPASSの活動を通じて環境サプライチェーンマネジメントの整備・強化に努めています。年１回開催する「TEL E-

COMPAS Day」ではE-COMPASSの活動報告、最新の環境情報の提供、活動方針について情報を共有しながら、お取引先さまとともにサプライチェ

ーン全体での環境への取り組みを推進しています。また、特にご協力・ご貢献いただいたお取引先さまに対して「環境パートナー」の表彰や「グリーン

パートナー」の認定をおこなっています。

2024年3月18日にお取引先さまへの環境活動報告会として「TEL E-COMPASS Day」を開催いたしました。

第３回目は、来場およびオンラインのハイブリッド形式にて845名のお取引先さまにご参加いただきました。2023年12月に発表した「Net Zero

2040*」をメインテーマとし、パネルディスカッションを交えながら、当社グループE-COMPASSの活動報告、最新の環境情報の提供、活動方針の報告

をおこないました。

2019年度 2020年度 2021年度  2022年度  2023年度 

サプライチェーンBCP

アセスメントを実施した

サプライヤーの比率 

85％以上 85％以上 85％以上 85％以上 85％以上

サプライチェーンBCP

アセスメント改善率
16.0 20.3 24.4 22.2 20.4

自社の活動(スコープ1、2) 、自社以外の活動(スコープ3)における温室効果ガスの実質排出量を2040年度までにゼロにする*

詳しくはこちら

https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/environment/index.html


パートナーシップの構築

当社グループは、日常のコミュニケーションに加え、お取引先さまとの関係強化の場とし

て国内製造会社ごとに開催している年2回の「生産動向説明会」と年1回の「TELパートナ

ーズデイ」を通して、経営計画、市場動向、事業方針、サステナビリティの取り組みについて

情報を発信・共有しています。そして、特に優れたお取引先さまを表彰させていただき、日

頃のご協力に謝意をあらわすとともに、引き続き健全で持続可能なサプライチェーンの構

築に向けた活動へのご理解とご協力をお願いしています。また、海外グループ会社におい

ても、主要なお取引先さまに向けて、市場動向やサステナビリティの取り組みなどを共有

する場を設け、強固なパートナー関係を構築し、ローカルサプライチェーンマネジメントの

強化に努めています。

出典: 東京エレクトロン

海外グループにおける取り組み事例

Tokyo Electron Taiwanでは、台湾におけるパートナーシップの構築とサプライチェーンマネジメントの強化を目指し、「TEL Taiwan Partners’

Day」を2022年度から開催しています。当社グループの経営理念や半導体産業の動向を共有するとともに、日頃の事業活動への感謝と今後のさまざ

まな取り組みへのご協力をお願いし、産業の発展と社会や環境への貢献を目指し、ともに取り組んでいます。

また、Tokyo Electron Koreaでは2023年度に「TEK Friends DAY」を開催し、当社グループの事業活動の状況や、ネットゼロやサステナビリティの取

り組みなどについて共有し、お取引先さまとのコミュニケーションとコラボレーションの強化を図っています。

お取引先さまとのパートナーシップ

2022年9月に本社、2023年2月には東京エレクトロン テクノロジーソリュ

ーションズ、東京エレクトロン九州、東京エレクトロン宮城においても、内

閣府や経産省、中小企業庁などが推進する「未来を拓くパートナーシップ

構築推進会議」の趣旨に賛同し、「パートナーシップ構築宣言」を公表しま

した。引き続き、サプライチェーン全体での付加価値向上とお取引先さまと

の良好なパートナーシップ構築に努めてまいります。

パートナーシップ構築宣

言

(東京エレクトロン)

（143KB）

パートナーシップ構築宣

言

(東京エレクトロン テクノ

ロジーソリューションズ)

（144KB）

パートナーシップ構築宣

言

(東京エレクトロン九州)

（228KB）

https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/pv8va20000001h51-att/tml_2025.pdf
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/pv8va20000001h51-att/telfe_2025.pdf
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/pv8va20000001h51-att/telbp_2025.pdf


RBAの展開

当社グループは、2015年6月に、エレクトロニクス業界を中心としたサプライチェーンサス

テナビリティを推進する国際的なイニシアティブであるRBA*に加盟しました。RBAは、サプ

ライチェーンを通じて労働、安全衛生、環境、倫理の改善を推進するために行動規範を規

定しています。当社グループは、RBA行動規範に基づき、他の国内加盟企業とも連携しな

がら、健全なサプライチェーンの構築に取り組んでいます。

取り組み事例

2022年度には、国内主要製造拠点の1つである東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ(山梨)においてRBA VAP（Validated Assessment

Program）監査を受審し、お取引先さまとともに必要な是正活動を実施し、最上位であるプラチナ・ステータスを取得しました。

VAP監査は、RBA行動規範に則り事業活動が正しくおこなわれているかを評価するもので、監査項目である「労働」「安全衛生」「環境」「倫理」「マネ

ジメントシステム」における適正な管理について確認されます。

監査受審に向け、避難経路の整備、搾乳室やお祈り部屋の設置など、自社内の是正を進めるとともに、お取引先さまのご協力のもと、労働時間や休

暇の管理、雇用費用の負担、給与明細の多言語対応など、さまざまな取り組みを推進しています。

お取引先さま向け通報窓口

当社グループは、コンプライアンス上の問題の早期発見および未然防止を目的として、お取引先さま向けに通報窓口を設置しています。

RBA: Responsible Business Allianceの略*

パートナーシップ構築宣

言

(東京エレクトロン宮城)
（144KB）

パートナーシップ構築宣

言

(東京エレクトロンFE)

（149KB）

パートナーシップ構築宣

言

(東京エレクトロンBP)

（146KB）

詳しくはこちら

https://www.tel.co.jp/about/compliance/mc_edits/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/governance/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/risk-management/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/security/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/compliance/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-rights/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/health/


Human Rights 

人権についての考え方

企業活動がグロ ーパルに展開される中、社会では人権に関する問題が深刻化しています。このため当社では、自社を含むサプライチェ ーン全体において、人権課

題を排除し、持続可能な事業活動をおこなうことが重要と考えます。

当社は企業の社会的責任を自党し、高い倫理観に基づいた行動が不可欠であると認識しています。創業以来、特に人権尊里の考え方を里視し、 「基本理念」およ

び 「経営理念」でその考え方を明文化しています。人権尊里は、事業活動が関与する人権への負の影響を排除するだけでなく、事業活動を支えるすべての人々を尊

里し、持続可能で夢のある社会を実現するための重要な取り組みと捉えています。当社は、事業活動のあらゆる側面に人権尊里の考え方を取り入れ、個人がその

能力を最大限に発揮し、いきいきと活動できる企業文化の醸成に努めています。

東京エレクトロングループ人権方針 ＋ 

Tokyo Electron Group Human Rights Policy ＋ 

Tokyo Electron Group包召営習 ＋ 

Tokyo Electron Group人枚方針 ＋

Tokyo Electron Group人櫂方針 ＋

Chfnh sach ve nhan quyen cua T含p doan Tokyo Electron ＋ 









救済

当社は人権に関する被害に迅速かつ適切に対処することが重要であるとの認識のもと、救済に積極的に取り組んでいます。すべてのステークホルダーを対象にし

た内部通報制度を活用することで、確実な救済措置を可能にする救済メカニズムの整偏に努めています。

具体的な取り組みとして、2023年度には労働者の雇用関連四用の負担に関する不適合が確認されたお取引先さまに対して是正のアクションをお願いしました。

今後も高い倫理観に基づく人権の取り組みを積極的に展開し、自社を含むサプライチェ ーン全体における人権リスクの低減や救済を推進していきます。



Human Resource

人材

人材マネジメントの考え方

東京エレクトロンは「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」という考えのもと、やる気重視経営を実践しています。社員へ積極的に投資しさまざ

まな施策を展開するとともに、個々の可能性を生かし高い目標に向けてチャレンジできる多くの機会を提供しています。

このような取り組みが社員エンゲージメントスコアの継続的な改善や高い定着率を維持し、確かな技術の確保によりお客さまの信頼獲得にもつな

がっています。

グローバル共通の人事プラットフォームにおいては、当社における職務やキャリア機会などを全社員に公開しており、キャリア形成の自律化やキャリ

アパスの見える化をおこなっています。

またキャリア形成を推進すべく、TEL UNIVERSITY*を通じた能力開発投資を実施しています。加えて会社の業績と個人の職責や貢献の大きさに応じ

て社員の評価を差別化し、公正で競争力のあるグローバルレベルの処遇を実現するとともに、優秀な人材の獲得と維持に努めています。

TEL UNIVERSITY: 社内共通の教育プラットフォーム。社員が主体的にキャリアを形成し、自己実現することを支援している* 「人材育成の基本方針」参照。

人事方針

人材マネジメント体制

グローバルな人事制度 社員エンゲージメント

ダイバーシティ、エクイテ

ィ

＆インクルージョン

TEL Values 人材育成 ワーク・ライフ・バランス

https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-resource/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-resource.html#development_basic


グローバルな人事制度

当社は19の国と地域、87拠点において事業を展開しており、異なる文化的背景や経験、属性をもつ人材が価値観を共有し、グループ一丸となって価

値創造に取り組むことが重要であると考えています。

2017年度にはグローバルで統一した新人事制度の運用を開始しました。これは、社員一人ひとりに求められる役割と責任を明確化し、それに相応し

た目標と挑戦的な目標を設定、その達成度を絶対評価し、業績連動賞与やさらなるキャリア機会を提供する制度です。社員の自律的なチャレンジが

評価されることで、エンゲージメントの向上を創出します。国や所属するグループ会社に偏ることなく共通の人事制度のもとでキャリアアップを推進

すべく、グローバルでの人材マネジメントや事業環境の変化に対応した機動的かつ最適なリソース配分を実現しています。

人事制度の全体像

人事制度のポイント

等級制度(GTC)

グローバルに共通の等級制度（GTC）・評価制度

目標とコンピテンシーの2軸での評価

管理職のみならず専門性を重視したキャリアパス

育成につながる絶対評価と加点主義のフィードバック

職責に基づく等級設定

ハラスメント防止の取り組

み



当社はグローバル共通のジョブ型人事制度(GTC: Global TEL Career-Paths)を運用しています。

GTCは、個々人の能力に基づいた適材適所の人材配置をおこない、その仕事の役割と責任の大きさで等級・処遇を決定し、社員一人ひとりの果たす

べき職責を明確にする制度です。また、国内・海外共通の制度の運用により、働く場所を限定せず、管理職のみならず高度専門職としてのグローバル

なキャリア形成を促進します。

Global TEL Career-paths

評価制度

当社は、目標に対する評価とコンピテンシー評価の2軸で評価するグローバル共通の評価制度を運用しています。

社員一人ひとりの職責に応じた目標を社員と上司が面談を通じて設定し、半期に一度評価します。評価においては、目標に対する達成度とGTCレベ

ルごとに設定された仕事における思考や行動の発揮度合いを確認しています。

評価は、上司の評価だけでなく、社員自身の自己評価や、業務に関わる担当者からの多面的な意見も加味し、相対評価ではなく絶対評価により、5段

階による公正な評価をおこないます。

評価結果は社員と上司が面談をおこない、目標に対する成果に加え一人ひとりの強みや課題を共有し、より高いパフォーマンスにつながるための気

づきを促すことで社員の成長へとつなげています。



社員エンゲージメント

社員エンゲージメントの向上は、企業におけるパフォーマンスの最大化や持続的な成長に不可欠な要素です。当社では「社員は価値創出の源泉」で

あるとの認識のもと、社員エンゲージメントの現状把握や課題抽出に向けた「エンゲージメント・サーベイ」を、国内・海外の全てのグループ会社の社

員を対象に2015年度から定期的に実施しています。

EE: Exceeds Expectations*1

ME: Meets Expectations*2

PE: Partially Meets Expectations*3

NI: Needs Improvement*4



本サーベイは、社員満足度を測るものではなく社員のエンゲージメントを調査するものであり、主な目的は①社員がエンゲージメントを高く保ち、能

力を十分に発揮し、会社と共に成長し続けるための社員の原動力が何かを把握すること、②会社や職場環境に対する社員の声や意見を確認し共有

すること、です。

調査項目はエンゲージメントの要因とされる「チームワーク」「生産的な業務改善」「ワーク/ライフ・バランス」「キャリア機会」「コンプライアンス」な

ど20項目で、日々の働き方や今後の成長に関する内容となっており、エンゲージメントが高い社員の比率をスコアとして算出しています。

調査結果は、経営陣に報告するとともに各部門にも共有し、会社全体および部門としてのアクションプランを検討し、実施しています。このような取り

組みにより、2015年度から2022年度にかけてほぼすべての国内グループ会社および海外現地法人でエンゲージメントスコアが改善し、全体では18

ポイント(2020年度比6ポイント)上昇しました。特に日本地域においては全体のベンチマークで上位25%以内となりました。

また、これまでのサーベイの結果を受け、「経営陣からのコミュニケーション」、「人事制度に対する関連要因」、「キャリアやマネジメント研修に関する

要因」に関しては改善策を講じたため、スコアが向上し、取り組みに対する成果を確認することができました。スコアの向上に伴い2023年度の社員

定着率*も、グローバルで97.5%、日本では98.8%という非常に高い水準となっています。今後も、社員エンゲージメントの向上が企業におけるパフォ

ーマンスの最大化や持続的な成長に不可欠な要素であるとの認識のもと、ワーク・ライフ・バランスの更なる改善やデジタルトランスフォーメーション

を通じた業務の効率化、安全・品質・コンプライアンスなどに対する強化など、さまざまな取り組みを継続的かつ効果的に実施していきます。

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)

当社では経営層の強いコミットメントのもと、継続的なイノベーションの創出や企業価値の向上につながる経営の柱として、DE＆Iを積極的に推進し

ています。「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」をスローガンに、国籍、性別、世代を大きなテーマとして捉え、3G(Global・Gender・Generation)の

考えのもと、グループ各社で以下のような取り組みを実施しています。

離職率のデータを用いて算出*

世界で多様な経験をもつ社員(国内社員と海外社員の比率=55:45)が活躍できるよう、グローバル共通の人事制度を基盤とし、国や地域を跨い

だキャリア形成・人材交流を促進

サクセッションプランニングにおいて、ジェンダーダイバーシティを意識したタレント

パイプライン(人材育成計画)形成をおこない、女性管理職比率*¹を2026年度までに



「ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン・ウィーク(DE＆I Week)」

の開催

2024年1月、これまで実施していたDE＆I Talkから規模を拡大し、世界中の当社グループで働く社員を対象としたDE&I Weekを開催しました。具体的

には、DE＆Iの理解を促進するためVRを活用し「もし自分がその立場だったら、一体何を感じ、どのように思うのか」を体験してもらう研修や女性エン

ジニア交流会、男性育休推進イベント、アンコンシャスバイアス*に関する講演会などDE&Iのさまざまな角度から計15のイベントを実施しました。こ

のようなイベントへの参加を通じて、社員の関心や理解を深め、「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」のスローガンのもと、グループ全体のDE＆I

推進につなげています。

「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン・トーク (DE&I Talk)」の

開催

2023年3月に世界中のグループ会社を対象とした「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン・トーク」を同時配信によるオンラインイベントとし

て開催しました。本イベントの開催は5回目となり、今回からエクイティ(公平性)を追加しDE&I Talkと名称を変更しました。本来の目的や方針に大き

な変更はありませんが、多様な社員一人ひとりが活躍できる環境づくりにも、より積極的に取り組んでいきたいという思いを込めています。

オープニングスピーチでは、CEOが「やる気重視経営を継続的に推進していくとともに、3Gとしても掲げる多様性を向上させていくことで、当社のさら

なる成長を図っていきます」と述べました。また、「エクイティの重要性～D&I ワールドトレンドD&IからDE&Iへ」「多様性が生む企業変革～

LGBTQ+から知る“違い“を強みにする組織作り～」という2つのトピックでゲストスピーカーにお話しいただきDE& Iの理解を深めました。

女性管理職比率

日本5.0%、グローバル8.0%にする目標に向けた取り組みを実施。女性社員の比率

の推移を考慮の上、今後さらなる目標値を設定

社員の大半をエンジニアが占める当社の状況を踏まえて、リクルーターの活用やブランディングなどへの積極的な投資をおこない、各地域にお

ける一般的な女性エンジニア比率*²と同等以上の女性エンジニアを採用

今後5年間において、グローバルで合計10,000名の新卒および中途採用の雇用を計画。また、日本国内においては当社グループで培った経験や

知見・スキルを生かせるよう定年後再雇用制度を整備。このような取り組みを通じて、幅広い世代の社員が能力を最大限に発揮すべく組織の活

高度専門職を含む*1

理工学専攻の女性比率*2

アンコンシャスバイアス: 無意識バイアス、無意識の偏見。自分自身が気づいていないものの見方や捉え方のゆがみ・偏り*



「ダイバーシティ＆インクルージョン・デイ」の開催

2022年2月に世界中のグループ会社を対象とした同時配信によるオンラインイベント「ダ

イバーシティ＆インクルージョン・デイ」を開催しました。

オープニングスピーチでは、CEOが「当社グループの成長ポテンシャルを最大化するには、

あらゆる英知と多様なアイデアを取り込む必要があり、そのためにはダイバーシティ＆イ

ンクルージョンの推進が不可欠である」と述べました。また米国からはTokyo Electron

Americaの社長を含むメンバーが、トークセッションにてダイバーシティ＆インクルージョ

ンの重要性について語るとともに、日本からは社外取締役2名がパネルディスカッション

に登壇し、急速に変化するグローバル社会の中で当社が果たすべき役割について議論し

ました。このイベントを通じて多様性を受け入れ生かしていくことの重要性を再認識する

ことができました。

「ダイバーシティ＆インクルージョン・デイ」の

様子

「ダイバーシティ＆インクルージョン・トーク」の開催

多様な従業員が互いをより良く理解し活躍できる環境を実現するために、啓蒙活動をグ

ローバルに展開しています。2020年1月には、赤坂本社でゲストトークやパネルディスカッ

ションを含む「D&Iトーク」イベントを開催し、多くの従業員が参加しました。このイベント

の様子は国内外の各拠点に配信し、TELグループ全従業員へのD&Iに関する意識浸透を

図ることができました。

第2回よりオンライン開催に切り替え、グローバルの従業員が参加可能なイベントを継続

的に実施し、TELグループ全体においてもD&Iのさらなる推進を目指しています。

「ダイバーシティ＆インクルージョン・トーク」

の様子

「PRIDE指標2024」にて最高位の「ゴールド」を受賞

「PRIDE指標」は一般社団法人work with Prideによる職場におけるLGBTQ+などの性的

マイノリティへの取り組みを評価するものです。当社および国内グループ会社*は初めての

申請で「PRIDE指標2024」ゴールド認定を取得いたしました。

当社は性別に関わらず、誰もが働きやすく、高いモチベーションを持てる職場を創出し、人

材の多様性を競争力につなげる環境づくりを進めています。これまでに、LGBTQ＋相談窓

口の設置や、慶弔関係の制度の対象範囲に同性パートナーを含めました。加えて、全社員

向け研修を実施するなど、LGBTQ+への理解促進に努めています。

今後も、「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」の考えのもと、すべての社員がポテンシ

ャルを最大限に発揮し、互いを尊重して個性や違いを共に生かしあう環境の実現や文化

の醸成を目指し、DE＆Iの取り組みを加速していきます。

認定会社:東京エレクトロン株式会社、東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社、東京エレクトロン九州株式会社、東京エレクトロン宮城株式会社、東京

エレクトロンFE株式会社、東京エレクトロンBP株式会社

*



DE&Iの主な取り組み

当社では、グローバルで国や組織間の垣根のない企業として多様な人材を生かし、バランスの良い体制やチームづくりを目指して、以下のような取り

組みを実施しています。

国内各社の取り組み

海外現地法人を含むすべてのグループ各社においてDE＆I活動レポートを作成し公開することで、

拠点ごとの活動を可視化。また社内報や社内向けウェブサイト、SNSなどを活用して社内外に向

けた情報を発信

社外向けウェブサイト内に"DE&I”を2024年に新規公開。「ONE TEL, DIFFERENT TOGETHER™」の考えのもと、3GにDiverse Work Styles(多様

な働き方)を加えた4つのテーマを重点領域としてDE＆Iを積極的に推進する活動を紹介

「キャリアデザインセミナー for Women」を開催。約160名の社員が自主的に参加し、キャリアを主体的に考えるセルフリーダーシップの基礎知

識などを習得。自分軸に基づくキャリアデザインや自分の強みを生かしたリーダーシップなど、当社でのキャリアの可能性を探求

2021年から、NPO法人J-Win*¹のプログラムに社員が参加。多様性の高い社外の環境下で他社メンバーとの活動を通じ、自身がロールモデルと

する人との出会いやキャリアアップを目指し、管理職や上級管理職*²に挑戦する意欲の向上に寄与

共通の特性や経験をもつ社員がネットワークを構築する機会の創出としてEmployee Resource Group (ERG) を継続的に支援

2021年4月のLGBTQ+相談窓口設置に続き、2022年10月1日に同性パートナー定義を制定し慶弔関係の適用を開始。今後はソフト(制度)の拡充

とハード(設備)の充実を目指し、当事者だけでなくすべての社員がいきいきと働ける環境づくりを継続的に推進

新卒採用や中途採用において、性別、国籍、世代などに関わらず、専門性や経験、将来的な期待値などを考慮の上、当社での活躍が見込まれる人

材を継続的に採用

NPO法人J-Win: 「特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク」は、企業におけるダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援するこ

とを目的に、2007年4月に設立された企業メンバー制の団体

*1

グローバル人事制度による一定レベルまたは一定職位以上の社員*2

関連情報はこちら

東京エレクトロン株式会

社（事業主行動計画

PDF）（392KB）

東京エレクトロン テクノ

ロジーソリューションズ

株式会社（事業主行動計

画PDF）（314KB）

東京エレクトロン九州株

式会社（事業主行動計画

PDF）（396KB）

東京エレクトロン宮城株

式会社（事業主行動計画

PDF）（388KB）

東京エレクトロンFE株式

会社（事業主行動計画

PDF）（396KB）

東京エレクトロンBP株式

会社（事業主行動計画

PDF）（383KB）

https://www.tel.co.jp/about/diversity-equity-inclusion/


女性の活躍に関する情報公表

労働施策総合推進法に基づく正規雇用労働者の中途採用比率の公表(公表日: 2023年5月1日)

ダイバーシティの活動

Employee Resource Group 「DRIVE」

DRIVEは「誰もが活躍できる会社を目指し、高い付加価値と利益を生み出す」というビジョンのもと集まった全国各拠点のエンジニアから構成される

ワーキンググループです。「D&Iを知るきっかけを作る」、「拠点を越えてさまざまな考え方に耳を傾ける」、「誰もが活躍できる職場づくりの提案をおこ

なう」という活動方針のもと、メンバーで意見を出し合い、積極的な活動を行っています。

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

平均勤

続

年数*

17年

5カ月

15年

11カ

月

17年

7カ月

15年

10カ

月

17年

6カ月

15年

8カ月

16年

10カ

月

15年

7カ月
16年

8カ月

15年

7カ月

17年2カ月 17年4カ月 17年2カ月 16年8カ月 16年6カ月

年次

有給休

暇
72.6％ 62.5％ 64.6％ 70.0% 80.6%

国内グループ会社*

2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

新卒採用 281  253  209  232 353

中途採用 140  152  391  566 271

合計 421  405  600  798 624

中途採用比率* 33.3% 37.5% 65.2% 70.9%  43.4%

東京エレクトロングループでは新卒採用は本社にて、中途採用はグループ各社で活動しております。*



活動レポート

これまでD&Iを学ぶ機会として、メンバーによる定期的な勉強会や、外部から講師を招き女性活躍推進やアンコンシャス・バイアス

（無意識のバイアス）への気づきをテーマとした講演会を実施してきました。2020年度は、介護に関する悩みや不安を共有できる

オンライン座談会や、LEGOを使いながらD&Iについて学ぶLEGO® SERIOUS PLAY®ワークショップを開催し、約50名の従業員が

参加しました。これらの活動から自分と他者の考え方や立場の違い、多様性について深く考え、気づきを共有することができまし

た。今後も、従業員同士が対話を重ね、多様な価値観に触れ学び合う機会をつくるとともに、このような取り組みを高い付加価値

や利益を生み出す原動力につなげる活動を推進していきます。

多様な人材の活躍

当社は、多様な人材が存分に能力を発揮できる企業を目指し、性別や国籍、年齢や経歴、障がいの有無に関わらず、誰もが働きやすい職場、高いモチ

ベーションをもって働くことができる職場を創出することで、人材の多様性を競争力につなげていく環境づくりを進めています。

また、障がいをもつ社員が安心して就労できる環境の整備と雇用の促進を実施しています。当社における障がい者雇用比率は2.43％*、国内グルー

プ会社で2.3％*となっています。

Voice｜ 外国籍従業員の活躍

私は2018年に、東京エレクトロンFEのグローバルFE（Field Engineer）トレーニングオペレーションセンターで共同リーダーを務

めるため、日本に赴任しました。私が初めて日本に出張した1994年から考えると、これまでにTELではさまざまな変化がありまし

た。テクノロジーの進化により、今では言語も文化も大きく異なる国でのコミュニケーションや移動が容易になりましたが、その中

でも私は、TELが全世界の従業員同士のコミュニケーション向上を目的として導入した翻訳技術を活用しています。

また、グローバルFEトレーニングオペレーションセンターとグローバルサービスソリューションコミッティの一員として、私は世界各

国のトレーニングリーダーやサービスリーダーと連携して仕事を進めることが多く、幸運にも、当社独自の文化を体験する機会に

恵まれています。それは私にとって、フレンドリーかつ親切で、品質にこだわり、良好な関係の構築と維持に力を注いでいる人たち

から成るチームワークの良さだと感じています。

2021年3月31日現在*



新天地である日本に赴任してから、オフィスでの働き方にすぐに順応し、効果的に自分の業務でパフォーマンスを発揮することが

できたのは、同僚からの敬意や激励、心強いサポートを得られたからこそだと思います。このようなグローバルに働きやすい環境

下において、チームの一員であることを実感しながら、とても充実した日々を過ごしています。

GLOBAL FE TRAINING OPERATION CENTER

Expert

Mccloud, Ethan

Voice｜ 障がいをもつ従業員の活躍

中途入社後、現在、コンプライアンス部ポリシー＆プログラムグループのマネジメントに従事しています。職場では、障がいの内容・

程度に応じたアクセシビリティの確保（バリアフリー、自動車通勤の許可など）といった合理的配慮がなされることはもちろん、障

がいがあってもそれを理由に遠慮したり、ためらったりすることなく、のびのびと自分らしさを発揮できる組織風土が醸成されてい

ます。障がいという個人的特徴をポジティブに捉えることができる環境だからこそ、自己の能力を発揮できていると強く実感してい

ます。今後は、高い専門性を生かし、新しい課題や難易度の高い課題に果敢に取り組んでいきたいと考えています。

コンプライアンス部　ポリシー＆プログラムグループ

グループリーダー

田村 匡史



TEL Values

「TEL Values」の体制と取り組み

グローバルに事業を展開する東京エレクトロンでは、17,204名*の社員が働いています。その一人ひとりがエンゲージメントを高く保ち能力を十分に

発揮していくことが、企業としての成長に直接結びつくと考えています。

各拠点で実施している社員集会や座談会などを通して、経営層が目指すべき方向性を社員と共有し直接対話の場を設けることで、組織と個人にお

ける相互信頼の構築に努めています。また、企業理念の実現に向けて、当社の価値観や社員一人ひとりの心構え、そして未来に向けて継承していき

たい行動規範を、「誇り」「チャレンジ」「オーナーシップ」「チームワーク」「自覚」の5項目で明示した「TEL Values」を策定し、世界中の社員がこの実

践に努めています。

2023年3月31日時点*



人の成長

人材開発についての考え方

東京エレクトロングループでは

1. 社員の自己啓発と自己責任が能力開発の基本である

2. 職場・現場が人を育てる

3. 会社は気づきを提供し、仕組みを構築する

の3点を人材育成の基本方針に据え、社員の自ら学ぶ姿勢や精神を尊重しながら社員の教育および育成を継続しています。

人材育成の基本方針

当社では、急速に変化するビジネス環境の中でグローバルに活躍できる

人材の育成に取り組んでいます。社員一人ひとりのパフォーマンスを最大

化するために、社員のやる気を重視し、会社と社員の双方が成長し続ける

ための人材戦略をグローバルに展開しています。

2023年には、半導体の技術革新をリードする人材輩出に寄与することを

目指し、日米の大学によって構成される「半導体の人材育成と研究開発に

関する未来に向けた日米大学間パートナーシップ (UPWARDS)*」へ参画

しました。

当社では、社内共通の教育機関としてTEL UNIVERSITYを2007年に設置し、社員が自己

成長のために自発的にキャリアを築き、自己実現を達成することを支援しています。当社

のビジョンである「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」を実現するために

は、人材の育成が不可欠です。そのため、グループ各社では、各拠点のニーズに合わせた

教育を実施し、階層別・目的別の教育プログラムを提供することで、効果的な人材育成を

行っています。当社は、組織と社員が互いに信頼し合いながら成長する基盤を作り、生涯

にわたる自己成長と豊かなキャリア形成をサポートしています。 軽井沢研修センター

TEL UNIVERSITY体系図

UPWARDS: U.S.- Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors*



TEL UNIVERSITYを通じて、将来の当社の発展に不可欠な人材を育成するためにさまざまな取り組みを実施しています。

人材開発の3つの軸

グローバル＆オンデマンドの学習機会の提供

社員一人ひとりの成長はそれぞれ異なるため、各自のニーズやタイミングに合わせて多言語で学習できるオンデマンド教育*を実施しています。集合

研修のみならずウェブ教育などを積極的に活用し、世界中どの拠点からも学習できるよう共通のプラットフォームを提供しています。

2022年度よりLinkedin Learningをグループ全社員向けに提供し、2023年度は全社員の80%が登録をおこない、自律学習に取り組んでいます。

キャリア形成の支援

グローバル人事制度による社員のGTCレベル*¹や目標に応じた基本的なスキルの早期習得に向けプログラムの拡充を図っています。学びや経験の

積み重ね、また自身のキャリア形成について、社員がより具体的にイメージできるような情報やツールを提供しています。

例えば新人社員研修では、①社会人へのマインドセット転換、②全職共通の知識・スキル習得、③職種別の知識・スキル習得、を目的に社会人の基礎

となる研修を実施し、入社2年目以降には習得したスキルの確認や思考、行動の意識について振り返る機会など若手育成プログラムを展開していま

す。このような支援により、当社で働く社員として活躍できる人材の育成に努め、当社の理念やTEL Values*²についての理解と実践を通じて必要なス

キルを習得するとともに、より高い成果を生み出すことを目指しています。

2023年度は、マネージャーを対象とした研修において、新任マネージャーの受講率は99.1%(対象者218名中216名が受講)、新任部長の受講率は

78.1%(対象者32名中25名が受講)となりました。

グローバル＆オンデマンドの学習機会の

提供
キャリア形成の支援  リーダー育成 

オンデマンド教育: いつでもどこからでも自分の都合に合わせて学習できる教育プログラム*

GTCレベル: 参照*1 グローバルな人事制度

TEL Values: 参照*2 TEL Values

https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-resource/index.html#system
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-resource/index.html#values


リーダーの育成

将来を担う次世代リーダーを育成するため、後継者を早い段階から発掘し、計画的に育成しています。次世代経営者候補には、社外研修への参加な

どによるネットワークの構築や幅広い視野の醸成、360度フィードバック*などの機会を提供し、また社外取締役を含む経営層が計画的なアサインメ

ントの検討やレビューをおこなっています。

後継者候補のマネジメント向けには、それぞれの職責に応じた階層別の研修を拡充することでより実践的なスキルの向上を図り、ビジネスの現場に

おいて人材を育てるサイクルの推進に努めています。

オンボーディング教育

オンボーディング教育では、倫理・コンプライアンス、情報セキュリティ、環境・安全・品質、リスクマネジメント、サステナビリティに関する重要な知識や

スキルを提供しています。これらは各リージョンの法令や文化に従い適切なプログラムが準備されています。

2022年度からは、DXの重要性を理解し変革に向けて行動できるよう、全従業員にDX基礎教育を展開しました。

具体的な取り組み

主な人材育成プログラム(国内)

360度フィードバック: 社員の部下、同僚、上司からのフィードバックと、社員自身による自己評価を収集するプロセス*

カテゴリー   人材育成プログラム  目的

階層別教育

Basic Training 新人導入研修、Values UP研

修、ビジネスエッセンシャルズな

ど

TEL Valuesを実践するための行動指針を明確に

し、自己確立やスキル習得を促し、職場での対話

を通じて意識変革を促す。

Leader Training MBA講座、マネジメントスキル、

リフレクションラウンドテーブル

など

経営者・マネージャーに求められるスキルをケー

ススタディや実践的な内容で学び、社外ネットワ

ーク構築や学習文化を醸成する。

目的別教育 Personalized

Training

語学(英語力診断含む)・異文化

研修など

グローバルなビジネス環境に必要な専門用語や

表現を習得、異文化間の相互理解を深める。

LinkedInラーニング、Udemyな

ど

持続的な成長のための自己指導学習文化を促進

し、グローバルな競争力を向上させる。

ワークショップ(AI,プラズマ,シミ

ュレーション,クリーン化,半導体

デバイス)、解析技術セミナーな

ど

ワークショップでは学会でのトピックや社内のナ

レッジ共有に関する発表と議論を行います。解析

技術セミナーでは熱・流体・構造解析のスキルを

習得する。



取り組み事例(国内)

取り組み事例(グローバル)

教育・研修費用の推移(グローバル全体)

エンジニア向け

プログラム

56%

対象: 国内エンジニア

エンジニア向けのプログラムとし

て、年間を通じてワークショップ

(AI、プラズマ、シミュレーション、ク

リーン技術、半導体デバイス)とセ

ミナー(解析技術、統計・信頼性工

学)を開催し、組織内の技術ネット

ワークを構築し、個々の技術力を

向上

組織全体の競争力を高め、業界の

変化に適応するための知識の習

得

セミナーでは、問題解決能力とデ

市場シェア・売上高・顧客満足が

向上

新製品導入速度や競合他社との

差別化、業界変化への対応力

問題解決時間や問題解決率、デー

タ活用の効率化、業務効率化

不良品率やリードタイムの改善、

生産効率の向上 

オンデマンド教育

社員のスキルギャップを特定し、必要なト

レーニングの提供により知識の向上を図

る

社員のエンゲージメントとモチベーション

を高める

リーダーシップの向上

TEL グローバルコンピテンシーの実践の

強化

組織全体のパフォーマンスを向上させ、競

争優位性を保ち当社の生産性とイノベー

ションを促進

ビジネススキル デジタルスキルの習得

生産性の向上

社員エンゲージメントを高

め定着率を向上

コスト削減(トレーニングコ

ストとダウンタイム)

売上向上(顧客満足度とイ

ノベーションの促進)

コンプライアンスの強化と

リスク管理の改善

組織全体の学習とイノベ

ーションの促進

項目 2021年度 2022年度 2023年度

5,900時間 7,200時間 8,600時間

教育研修費用 6.5憶円 7.0憶円 5.4憶円

教育研修時間 5,900時間 7,200時間 8,600時間

項目 2021年度 2022年度 2023年度

一人あたりの学習時間 52時間 53時間 55時間

成長し続けるための自律学習文化の醸成 社員のスキルアップによる 80%

対象: グローバル全社

員

ビジネス上のメリット メリットがもたらす効果 社員の参加率

ビジネス上のメリット メリットがもたらす効果 社員の参加率



教育研修時間：全社必須(安全・コンプライアンスなど)教育を除く研修時間の合計

教育研修費用：研修費用の合計(日本円換算)

一人あたりの研修時間：総研修時間*/社員数=17,702人(2024年3月末時点)

一人あたりの学習時間：総トレーニング時間/社員数

教育研修時間

教育研修時間は年々増加しており、2023年度には8,600時間に達し、一人あたりの学習時間は、2023年度は55時間と過去3年間で一番多い結果と

なりました。また社員数が増えることにより、全社的に教育研修時間が増加しています。

2023年度における教育研修時間の内訳は、ベーシックトレーニングが65%、パーソナライズドトレーニングが12%、リーダートレーニングが13%、そ

の他が1%となっています。ベーシックトレーニングについては前年度21%増となりました。

教育研修費用

総研修時間：各研修の参加人数×実施時間*



教育研修費用の内訳では、2023年度にベーシックトレーニングが49%、リーダートレーニングが27%、パーソナライズドトレーニングが16%、その他

が4%となっています。ベーシックトレーニングについては前年度より14%増加し、リーダートレーニングは同等の割合を維持しています。また研修費

用についてはオンデマンド・オンライン教育の導入により減少しており、2023年度は5.4億円、一人あたりの研修費用は30,000円となりました。

Human Capital ROI

人的資本ROI：連結売上高-(連結総運営費- (経費合計*))／経費合計)

ワーク・ライフ・バランス

ワーク・ライフ・バランスについての考え方

2021年度 2022年度 2023年度

人的資本ROI ー 5.4 4.3

経費合計＝国内の給与＋福利厚生(教育研修費はグローバル全体)*



当社は、従業員一人ひとりのワークとライフの調和が、従業員と企業双方の成長に相乗効果をもたらすと考え、体制の構築を進めています。

当社は、高い付加価値と利益を生み出す真のグローバルカンパニーの実現をビジョンとして掲げています。この実現のためには、効率的な働き方に

より残業を減らし、成果に応じた評価をする仕組みが必要と認識しています。

ワークスタイルとオフィス

続的にその環境づくりをおこなっています。例えば、育児関連の休職制度としての出生時育児休業制度については性別を問わず利用を推進してお

り、産休・育児休業からの復職は高い水準となりました。また、勤務制度としては勤務時間に柔軟性をもたせたフレックス勤務の他、在宅勤務制度も

実施をしており、利用者の声を踏まえた改善に努め、ライフスタイルや社会情勢に対応した効率的なワークスタイルを推進しています。

すべての社員の働きやすさと活躍を支援する職場環境を追求し、今までにない新たなオフィスの構築に取り組んでいます。

その取り組みの一例として2021年には東京エレクトロン宮城において、新たな技術を創造する共創空間「イノベーションエリア」と明るく開放感のあ

るコミュニケーション空間を中心とした「クリエイティブオフィス」を備えた宮城技術革新センターを開設しました。

それ以外の各拠点においても部門間の交流を促進し、イノベーションの創出をサポートするオフィス空間づくりを進めています。

休暇制度

当社では、適切な労働時間の管理や休暇の取得が社員の生産性向上にも寄与すると考

え、長時間労働の是正や休暇制度の充実とその取得の推進に取り組んでいます。有給休

暇取得率の中期目標として80%以上*¹を掲げ、社員に対する計画的な取得への啓蒙活

動をおこない、取得状況の定期的なモニタリングや取得率向上に向けたマネジメントを

推進しています。2023年度の有給休暇の取得率は80%と、中期目標を達成する水準とな

りました。

また、当社の独自性の高い休暇制度として各国の状況に合わせたリフレッシュ休暇制度をグローバルで導入しています。この制度では社員が心身の

リフレッシュを図り、就業意欲を高めることを目的としています。日本の場合は勤続10年以上の社員を対象に、勤続年数5年ごとに2週間から1カ月の

特別休暇(法定外有給休暇)を付与しています。2023年度には、日本で630名、海外で827名の社員がリフレッシュ休暇を取得しました。また、育児休

業、子の看護休暇や子育て応援休暇*²、有給の介護休暇などさまざまなライフイベントに合わせた制度の構築に努めています。育児休業期間におい

ては最長で 「子どもが満3歳に達する日」まで延長することを認める他、育児による勤務時間短縮の措置の対象を小学校卒業までの子どもを養育す

る社員にまで拡充しています*¹。

育児・介護に関する制度・ライフサポート

対象は日本*1

子どもの看護休暇: 小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする社員に対し、年5日の有給休暇を付与、子育て応援休暇: 中学校就学の始期に達するまでの子

の養育をする社員に対し、年5日の無給休暇を付与

*2



育児・介護に関する制度

当社では従業員それぞれのライフスタイルを尊重し、一人ひとりが活躍できる環境の整備に力を入れています。従業員が育児・介護など、さまざまな

ライフイベントに合わせ、フレキシブルな働き方ができるように法で定められている制度に加え、充実した仕組みを独自に構築しています。

日本においては、育児休業期間を最長で「子どもが満3歳に達する日」まで延長することを認める他、育児による勤務時間短縮の措置を、小学校卒業

までの子どもを養育する従業員にまで拡充しています。また子どもの看護休暇に加えて、独自の子育て応援休暇を設定するなど、支援の充実を図っ

ています。日本では女性従業員の42%がワーキングマザーとして活躍しています。介護両立支援としては介護休暇を5日目まで有給とし、介護対象者

1名につき3回まで、通算して1年間を介護休業として取得可能とするなど、制度の充実を進めています。

育児期間中の従業員への支援

制度名 制度概要 制度利用対象者 備考

通勤緩和 1日1時間を限度として、始業・終業時刻の繰り上げ・

繰り下げが可能

妊娠中の女性社員

かつ医師などからの

指導があった場合

法定のとおり

育児休業 ①子が満1歳6カ月到達後の4月末日までのうち、本

人が申し出た日まで取得可能 ②満1歳6カ月到達後

の4月末日を越えても、保育所へ入所できない場合、

満3歳に達する日（誕生日の前日）まで休業期間を延

長することが可能

生後満1歳6カ月到

達後の4月末日に達

しない子を養育する

社員

法定を上回る

（休業期間最長3歳ま

で）

育児時間 所定の休憩時間の他、1日2回それぞれ30分間、生児

を育てるための時間を請求することが可能（有給扱

い）

生後満1歳に達しな

い生児を育てる女性

法定を上回る

（有給部分）

育児・介護 対応勤務 1日1時間30分を限度として、始業・終業時刻の繰り

上げ・繰り下げが可能

小学校卒業までの子

を養育、または要介

護状態にある対象家

族を介護する社員

法定を上回る

（小学校卒業までの

子）

子の看護休暇 一事業年度当たり養育する子が1人の場合は5日、2

人以上の場合は10日を限度として取得可能（5日目

まで有給扱い）

小学校就学の始期

に達するまでの子を

養育する社員

法定を上回る

（有給部分）

子育て応援

休暇

一事業年度当たり5日を限度とした子の養育のため

の特別休暇（無給）

中学校就学の始期

に達するまでの子の

養育をする社員

独自の制度

介護休暇 一事業年度当たり対象家族が1人の場合は5日、2人

以上の場合は10日を限度として取得可能（5日目ま

で有給扱い）

要介護状態にある対

象家族を介護する社

員

法定を上回る

（有給部分）



当社グループでは、育児期間中の従業員が安心して働ける職場環境の整備を進めていま

す。

国内製造拠点では、母性健康管理のために必要な搾乳や授乳期間に利用できる育児支

援室を設置しました。

育児期間中の女性従業員への支援

ライフサポート

当社では、従業員がいきいきと働き、一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場環境の実現に向けて、さまざまな支援をおこなっています。50歳以

上の従業員に対しては、定年後の働き方を考えるために、必要な情報やマネープランを見直すセミナーなどの機会を定期的に提供しています。また、

全年代の従業員には、家族の介護や相続などの身近なテーマに関する支援をおこない、ライフサポートの充実に取り組んでいます。

Voice｜ 男性による育児休業取得

2018年11月に長男が生まれ、2019年6月から6ヵ月間、育児休業を取得しました。営業の仕事で出張が多い生活だったため、子育

てに積極的に参加して妻をサポートしたい、また自身にとって最初で最後の育児経験になるかもしれないと考え、取得を決心しま

した。上司は私の意向を尊重してくださり、心強い支援のもと業務引継をすることができました。育児休業中は、日々成長していく

我が子に寄り添い、その様子を育児日記に記録しました。いつかこのかけがえのない時間を、家族と一緒に振り返ることが楽しみ

です。復職時は、同じチームで復帰することができ、上司と同僚に心から感謝しています。育児休業を経験したことは、育児参加の

大切さや、休みなく続く育児の大変さを学ぶ機会になったと同時に、効率性の向上をより意識しようという仕事に対する姿勢にも

つなげることができたと思います。

フィールドソリューション一部

CTプロダクトグループ

元田 聖久



ハラスメント防止の取り組み

当社では、「東京エレクトロングループ倫理基準」および「東京エレクトロングループ人権方針」において「いかなるハラスメント行為も一切許容しな

い」旨を定めています。

ハラスメント防止に対する理解の促進と浸透のため、役員および全従業員に対してウェブトレーニングやマネージャー層を対象とした研修を実施し

ています。重要なことはハラスメントを未然に防ぐことであり、そのために研修では、職場で適切なコミュニケーションをとること、問題が発生した場

合は早期に対応することに重点をおき、必要な知識や情報を展開しています。その他、ハラスメントなどに関する相談を受ける担当者を対象に個々

のスキルアップを目的として、従事者研修を実施しています。

ハラスメント相談窓口をグループ各社に設置しています。相談したことから嫌がらせなどの不利益な取り扱いを受けることがないよう、相談の事実な

どプライバシーには十分に配慮した上で、誠実に対応します。重大なハラスメント行為が事実として認められた場合は、就業規則に則り懲戒委員会

にて行為者の処分を審議の上、然るべき是正措置と再発防止策を講じます。

https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-rights/


/ サステナビリティ / 健康

Health

健康

健康経営についての考え方

東京エレクトロンでは、企業の成長と継続的な発展には、社員一人ひとりが充実した日々を送り、その能力を最大限に発揮することが必要と考えて

います。社員が健康でいきいきと働くことができる環境を整えるとともに、社員自ら健康状態を自覚し、維持・改善に取り組むことが重要です。また当

社では2012年2月に発表した「健康宣言」のもと、健康推進担当のコーポレートオフィサーを統括責任者とした健康経営を推進しています。

健康経営の目的

当社は、社員一人ひとりが健康を維持・向上し、個人の成長および充実したライフスタイルを送ることができるよう努めるとともに、個々の能力を十

分に発揮できる環境を整備し、企業価値向上につなげることを目的として健康経営に取り組んでいます。

健康経営についての考え

方
健康経営の目的 健康経営の推進体制

具体的な取り組み

https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/health/index.html


健康経営の推進体制

健康経営を推進するため健康推進担当のコーポレートオフィサーを統括責任者とした推進体制を構築し、活動方針の決定やモニタリングをおこな

っています。当社は2012年に「健康宣言*」を発表し、本社人事部や各グループ会社の産業医、保健師などの産業保健スタッフ、また東京エレクトロン

健康保険組合と連携しながら課題に取り組んでいます。

具体的な取り組み

企業価値向上に向けて、社員の健康を維持・向上させ、個々の能力を十分に発揮するためには、社員エンゲージメントや生産性の向上が重要と考

え、以下の健康経営戦略マップを策定し、健康経営施策を実行しています。

健康経営推進の戦略マップ

健康宣言: 「Eat」「Rest」「Walk」「Talk」の観点より、健康課題に応じたさまざまな取り組みを推進*



メンタルヘルス対策

社員のメンタルヘルスマネジメントとして、厚生労働省が推奨する質問票を使用したストレスチェックを年に一度、日本で実施しています。ストレスチ

ェックの結果において高ストレス者と判定された社員については、産業医または保健師による面談を勧奨し、希望者には面談を実施しています。また

外部カウンセラーやEAP*を導入し、社員のメンタルサポートの徹底に努めています。

メンタルヘルスの不調により休養した社員については、職場復帰に向け、EAPの復職準備プログラムなど充実したサポートを提供しています。

セルフケアの仕組みづくり

健康管理の1つとしてヘルスケアプラットフォーム「Pep Up」を導入しています。社員が自身の健康診断結果から血圧や体重、体脂肪率、また健康年

齢*などを手軽に確認し、健康に関するセルフケアをおこなうことができます。「Pep Up」を通じて、各自の健康状態に関連した情報の提供や、ウォー

キングイベントの開催をおこなうとともに、運動や消費カロリーなどの管理が可能なウエアラブル端末を社員に配布し、健康増進につなげています。

特定保健指導の推進

当社と東京エレクトロン健康保険組合では、特定保健指導をおこなうことで生活習慣病の早期対応、重症化の予防に取り組んでいます。

健康に関するセミナー開催

EAP: Employee Assistance Program。メンタルヘルスが不調の従業員をサポートするプログラム*

健康年齢: 健康診断結果に基づいて算出された、生活習慣病のリスクを表す指標。実際の年齢と比較して、プラス・マイナス何歳かが表示され、自分の健康状態が何歳

相当かを知ることができる

*



当社では、睡眠・運動・栄養に関するセミナーをグループ全体で開催し、加えてグループ会社においても、各社の課題に合わせたセミナーを開催して

います。また東京エレクトロン健康保険組合と連携したイベントを開催し、社員の健康意識への向上や生活習慣の改善に向けた働きかけをおこなっ

ています。

各種指標・実績

当社では、社員は価値創出の源泉であるとの認識のもと、社員の定着率99％(日本)とする目標を掲げています。2023年度の定着率は98.8％となり

ましたが、今後も社員エンゲージメントのさらなる向上を目指し、継続的かつ効果的な施策を展開していきます。

また、特定保健指導実施率や有給休暇取得率については、これまでの取り組みにより改善されています。社員の生活習慣や心身の健康の改善に取り

組み、社員の健康維持・向上に努めていきます。

主要項目の経年変化(日本) 目標値 2021年度 2022年度 2023年度

アブセンティーズム

(フィジカル、メンタル含む、1カ月以上

の長期休職者の割合を全社員数から

算出)

ー 1.8%

(社員数8,296

名)

2.4%

(社員数8,661

名)

1.8%

(社員数9,325

名)

ストレスチェック受検率 ー 92.7％ 93.6% 94.1%

ストレスチェックにおける高ストレス者

割合 

10％以下(毎年度) 10.9％ 10.2％ 9.3％

年次有給休暇取得率 80％(2026年度まで) 64.6% 70.0% 80.6%

リフレッシュ休暇取得者人数 ー 512名 1,731名 630名

定着率 99％(毎年度) 99% 98.9% 98.2%

特定保健指導実施率*¹ 60％(2029年度まで) 43.7%(2020年

度)

50.4%(2021年

度)

55.2％(2022年

度)

定期健康診断受診率 100％(毎年度) 100% 100% 100%

運動習慣者比率*² ー 26.5％ 27.6％ 27.7％

睡眠により十分な休養がとれている社

員の割合*²

ー 65.6％ 65.4% 63.5%

ヘルスケアプラットフォーム「Pep Up」

登録者数および登録者割合*³ 

ー ー 8,697名

(95.0％)

9,826名

(89.4％)



ヘルスケアプラットフォーム「Pep Up」

月平均のアクティブユーザ割合 

ー 48.7% 46.0% 51.1%

健康保険組合と集計年度が異なるため、括弧内に集計年度を記載*1

人間ドックなどでの「特定健康診査(特定健診)」の質問票の有効回答から作成*2

2022年度から集計*3

https://www.tel.co.jp/about/index.html
https://www.tel.co.jp/about/message/index.html
https://www.tel.co.jp/about/ptc/index.html
https://www.tel.co.jp/about/summary/index.html
https://www.tel.co.jp/about/leader/index.html
https://www.tel.co.jp/files/about/hq95qj0000002egt-att/structure.pdf
https://www.tel.co.jp/files/about/hq95qj0000002egt-att/structure.pdf
https://www.tel.co.jp/about/cg/index.html
https://www.tel.co.jp/rd/index.html
https://www.tel.co.jp/rd/index.html
https://www.tel.co.jp/rd/base/index.html
https://www.tel.co.jp/rd/intellectualproperty/index.html
https://www.tel.co.jp/rd/innovation/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/environment/#anc-10
https://www.tel.co.jp/ir/index.html
https://www.tel.co.jp/ir/index.html
https://www.tel.co.jp/ir/policy/index.html
https://www.tel.co.jp/ir/finance/index.html
https://www.tel.co.jp/ir/stocks/index.html
https://www.tel.co.jp/ir/personal/index.html
https://www.tel.co.jp/ir/faq/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/materiality/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/value-creation-model/index.html
https://www.tel.co.jp/news/magazine/index.html
https://www.tel.co.jp/sns/index.html
https://careers-tel.jp/
https://tel-special.com/
https://tel-special.com/
https://careers-tel.jp/
https://careers-tel.jp/
https://www.tel.com/careers/index.html
https://www.tel.co.jp/museum/magazine/


Safety

安全

安全についての考え方

東京エレクトロングループは、「経営理念」で安全第一の考え方を明文化しています。その理念に基づき、開発・製造・輸送・据付・メンテナンスなど各

種の業務遂行にあたり、経営層、および従業員や社内外で働く協力会社社員、ならびにお取引先さまやお客さまを含むすべての人々の安全と健康を

最優先とし、安全性向上および健康増進に向けて目標を定め積極的かつ継続的な改善に努めます。

安全方針および健康的な労働環境についてはCEOならびに担当取締役による承認を得て、経営層や従業員のみならず当社の事業に関わるすべて

の人々に適用されます。

安全方針

安全マネジメント体制

安全活動 安全衛生委員会 安全教育

製品の安全 お客さまの安全 事故防止の取り組み

災害、重大事故への対応

https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/safety/index.html


安全活動

定量的な安全活動の評価と分析に基づいた適切な目標*を制定し、優先順位に沿った実行計画を策定します。

従業員代表、および関係者が参加する安全衛生委員会や安全活動に関わる会議体で十分に協議をおこない、課題の共有と対策を検討し、全社での

安全活動の展開と継続的な改善に努めます。

グローバル安全会議

半期に一度、全事業所、全海外現法の安全担当者の代表を集め、各地域における安全活動の状況と成果、および事故情報と再発防止策などについ

て協議、次期活動目標の共有をおこない、事故の低減に取り組んでいます。また、これらの情報は構内安全衛生協議会においてお取引先さまとも共

有し、全社的な取り組みを推進しています。

特別監査

作業現場の実態を把握するためグループ各社並びにお客さまを訪問し作業環境や設備、安全活動への取り組みを確認しています。

事故報告システム

全社員に公開している事故報告システム(TIRS*)を運用し、関係者と情報を速やかに共有するとともに、状況の確認、ならびに再発防止策の展開に

活用しています。原則として、24時間以内の報告を義務付けています。

事故・ニアミス・ハザード報告

事故報告システム(TIRS)により、「事故情報」だけでなく「ニアミス」や「ハザード」の報告を精査・選別し、重大事故の未然防止のため、世界中の安全

関係者に２週間に１度、5か国語で発信しています。

危険予知・ストップワーク

当社では作業開始前に作業者全員で作業内容やリスクについて共有し、一人ひとりの安全意識を高め、事故防止に努めています。さらに、安全管理

担当者への指導や、作業中に想定外の状況が発生した場合は作業を一時停止して対策を実施する「ストップワーク」に注力しています。

このような安全教育の強化や装置安全設計への継続的な取り組みによ

り、2023年度のTCIR*は、半導体製造装置業界トップクラスの0.15を達成

しています。中期経営計画の目標であるTCIR 0.10以下の達成に向けてさ

らなる取り組みを実施していきます。

安全衛生委員会

中期経営計画の目標であるTCIR(Total Case Incident Rate, 労働時間20万時間当たりの人身事故発生率)0.10以下の達成*

TIRS: 東京エレクトロングループ全社で運用するオンライン事故報告システムTEL Incident Report Systemの略。事故報告の集計、原因調査、発生傾向や被災者の分

析など、事故再発防止のためのツールとしても活用している

*

TCIR: Total Case Incident Rate。労働時間20万時間当たりの人身事故発生率*



各事業所で従業員代表者参加による安全衛生委員会を毎月開催しています。職場の安全・従業員の健康と安全に関する対応について協議し、従業

員の意見を反映しています。また、グローバル安全会議の情報を共有することで安全に対する全社的な取り組みを推進しています。各事業所におい

ては各部の代表者による安全巡視を月1回以上おこない、自主的に問題を解決する体制を構築しています。

安全巡視

各事業所においては各部の代表者による安全巡視を月1回以上おこない、自主的に問題を解決する体制を構築しています。

安全教育

安全に関する従業員の意識向上や安全な職場環境づくりのために、従業員、および関係者それぞれの業務内容に応じた教育を体系化しグループ全

体で実施します。

基礎安全教育

「基礎安全教育」は、全従業員が職場で業務を安全に遂行できるよう安全の基本を学ぶことを目的としており、教育コンテンツは最新の事故データ

の分析に基づき内容を見直ししています。入社時には導入教育をおこない、また3年ごとに更新教育を実施することで安全意識の維持向上に努めて

います。

取り組み事例

業務経験の浅い従業員、特に入社2年目の従業員が関わる事故の発生比率が近年高くなっていることから、「2年目社員の基礎安全教育」を2023年

度より導入しました。この教育は「基礎安全教育」のリマインドを主目的とし、特に発生件数の多い「重量物持ち上げによる腰痛」や「転倒事故」の防

止に注力した教育となっており、さらに安全への感度を向上させるため危険予知訓練も併せて実施しています。

上級安全教育

「上級安全教育」は、製造現場やクリーンルーム内で作業をおこなうエンジニアに対する専門性の高いプログラムであり、毎年更新教育を実施してい

ます。加えて海外転勤者に対しては、各国や各地域の安全ルールや法令に関する教育をおこなっています。

各国法定教育

海外転勤者に対しては、転勤元と転勤先の安全法規を比較の上、必要に応じて追加の安全教育を実施しています。

教育施設の充実



Tokyo Electron Koreaでは、「見て、体験して、感じて、安全第一の体質化」をスローガンに、従業員に対して、より実践的な危険体験を通じて、安全意

識と事故防止のためのスキルを高めるためTEK Safety Academy（Tokyo Electron Korea　安全教育センター）を2023年度に設立しました。

また、Tokyo Electron Shanghai でも体感トレーニング（LOTO*シミュレーション、重量物の持ち上げなど）に注力した実技教育が可能な訓練センタ

ーを開設しました。

TEK Safety Academy

60人収容可能な大会議室を備えています

製品の安全

国際的な安全規格や業界のガイドラインに基づき、お客さまに安心・安全な製品を提供します。

製品の安全設計

当社は、開発段階から製品のライフサイクルを考慮してリスクアセスメントを実施し、その結果を本質安全設計*¹に反映させることで、装置が人に危

害をおよぼすリスクの低減を図っています。厳格化が進む法規制をグローバルに調査し、国際的な安全規格やSEMI Standards*²に基づき、当社から

出荷する装置について第三者審査機関による適合確認をおこなっています。また、装置を納入する各国・各地域の安全規制に対応する体制を構築

し、海外現地法人と連携しながら適切に対応しています。

装置に関する安全教育

設計から製造、サービス業務に至るまで本質安全設計*の考え方が浸透するよう、国内製造拠点において装置安全設計の教育をおこなっています。

お客さまやお取引先さまに対しても、安全に関する情報を適宜提供することなどにより、事故防止に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

装置の設計・開発段階から、国際的な安全規格やガイドラインに適合させることが近年ますます重要となっています。当社では、このような装置の安

LOTO: Lock Out Tag Outとは、設備や装置から意図しないエネルギーが放出されることによって引き起こされる可能性のある事故や怪我を防ぐために使用される安全

手順

*

本質安全設計: 機械の設計を工夫することにより、機械が人に危害をおよぼす原因そのものを取り除くこと*1

SEMI Standard: 半導体製造装置、ディスプレイ製造装置、太陽光発電装置、材料メーカーなどに貢献する国際的な業界団体であるSEMIが、これらの国際工業規格

の統一を目的に定めた規格

*2



全設計に関わる知識をエンジニアが学べるよう、2007年度よりウェブ教育を展開してきました。この教育は、装置安全設計のためのリスクアセスメン

トや事故事例を通して、装置設計に必要とされる安全の基礎知識を習得することを目的としています。

装置安全仕様のフィードバック

お客さまから安全仕様に関わる変更のご要求を受けた場合や装置設計に起因した事故が発生した場合などに、それらの情報を設計部署へフィード

バックし、速やかに検討を進められる組織体制の強化に取り組んでいます。

お客さまの安全

装置を安全にご使用いただくため、お客さまを対象に装置トレーニングをおこない、装置に関わる事故の未然防止に努めます。また、お客さまに対し

て積極的な安全情報の開示をおこない、安全性の向上に全社で取り組みます。

お客さま向け装置トレーニング

当社では、製品を安全にご使用いただけるよう開発生産拠点を中心として世界各地にトレーニングセンターを開設し、装置の操作方法やメンテナン

スに関するトレーニングを実施しています。トレーニングセンターでなくともトレーニングが受講可能とするため、当社では多くの装置に関するリモー

トトレーニング*を提供しています。さらに、見やすいアングルで撮影した映像を事前に用意しビデオコンテンツとして部分的に活用し、内容の充実化

を図っています。また導入した機材や手法を各トレーニングセンターで共有することにより、リモートトレーニングのみならずウェブ教育の品質改善に

も努めています。

安全に関わる情報の提供

当社では、お客さまに製品を安全にご使用いただくため、製品の安全に関する十分な情報提供に努めており、製品の仕様に合わせた製品別マニュア

ルに加え、全製品共通の「TEL 安全と環境に関する指針」マニュアルをご提供しています。「TEL 安全と環境に関する指針」マニュアルは世界中のお

客さまに正しくご理解いただけるよう、12の言語*で制作されており、製品使用時に想定される危険事例とその回避方法、製品に施された安全対策

や製品の廃棄方法などについて、化学的・電気的・機械的・人間工学的などのカテゴリー別に記載されています。

また製品の出荷後に安全に関する新たな注意事項が確認された場合には、対象となるお客さまに速やかにご報告をおこないます。

特に危険性の高い化学物質や高電圧を使用する製品を導入されたお客さまに対しては、必要な情報を確実にお伝えすることに努めています。

コミュニケーション

安全活動の基本は信頼関係の醸成にあることを認識し、経営層や従業員、および関係者は、お客さまを含めたすべての関係者と、良好なコミュニケ

ーションの形成をはかります。

リモートトレーニング: 遠隔ではあるものの、実際の装置をモニター越しに見ながら講師と受講者がリアルタイムでやり取りをしてトレーニングを受ける*

12言語: 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、フィンランド語*



事故防止の取り組み

安全定期点検

当社の製造現場などでの作業や社内設備管理に関する安全点検項目を準備し、グループ全体で定期点検を実施しています。この定期点検により、作

業安全、教育方法、設備の安全管理方法などの課題を明らかにすることで、各グループ会社における自主的な安全環境の整備、改善活動に役立てて

います。

取り組み事例

東京エレクトロンでは、法定保守・法定保全点検が義務付けられている常用発電機などの電気設備や回転機械、また動力の伝達設備の点検項目の

他に、異常な発熱がないか赤外線サーモグラフィによる熱画像診断を実施するなど、法令点検やメーカーが推奨している点検とは別に追加の点検

作業をグループ全体でおこなっています。

災害、重大事故への対応

地震、風水害などの自然災害や火災などの事故災害によって多大の損害を受けた場合には、事実を正確に把握し、人命の保護、救助を最優先し、損

失の最小化、損害の復旧、再発防止に全社員一丸となって、迅速かつ冷静に取り組みます。

また、重大事故が発生した場合、事業継続計画(BCP)を策定し、経営層の指揮のもと全社で対応し、有識者による原因究明と再発防止に取り組みま

す。

リスクマネジメント体制ならびにBCPについてはリスクマネジメントをご参照ください。

リスクマネジメント(BCP)

https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/governance/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/risk-management/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/security/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/compliance/




















/ サステナビリティ / コンプライアンス

Compliance

コンプライアンス

コンプライアンスについての考え方

当社は、業界のリーディングカンパニーとして、企業倫理およびコンプライアンスを重要な価値観として位置づけています。コンプライアンスは安全・

品質と同様に、企業の信頼と持続的な成長の基盤となるものであり、個人や組織の行動においては、法令や規制の遵守は当然のこと、高い倫理観と

誠実さが求められます。また、コンプライアンス違反を未然に防ぐためにコンプライアンス意識の啓発と行動変革の仕組みを強化するとともに、実効

性のあるプログラムを推進します。これらの取り組みによって当社の企業価値向上を支えていきます。

コンプライアンス体制

当社では、グローバル企業として求められるコンプライアンスプログラムを効果的に推進するため、本社にチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)

や専任部署であるコンプライアンス部を設置しています。また、海外の主要拠点においてはコンプライアンス担当責任者を任命し、CCOおよびコンプ

ライアンス部に直接報告する体制を整えています。

コンプライアンスについて

の考え方
コンプライアンス体制

コンプライアンスの取り組

み

詳しくはこちら

https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/compliance/index.html
https://www.tel.co.jp/about/compliance/index.html


コンプライアンスの取り組み

企業倫理およびコンプライアンス

すべての役員および従業員を対象とした行動規範である「東京エレクトロングループ倫理基準」を制定し、倫理委員会を設置することで、企業倫理お

よびコンプライアンスのより効果的な浸透・推進を図っています。懲戒処分においては、合理的かつ相当性のある処分および適正な手続きの実行を

目的として、懲戒委員会を倫理委員会の下部組織として設置しています。さらに、各グループ会社との定期的な会議を通じて、コンプライアンス推進

に関する施策を討議・実行しています。

また、当社グループにおいて意識の向上やコンプライアンス文化の醸成を促すため、企業倫理およびコンプライアンスに関して優れた活動をおこなっ

た従業員に対する表彰制度を設けています。

贈収賄防止および競争法に関する取り組み

贈収賄防止においては、「贈収賄・腐敗防止に関する基本方針」および「贈答・接待のガイドライン」を、競争法においては「競争法コンプライアンスに

関する基本方針」および「ガイドライン」を、グローバル共通で制定しています。当社は違法行為を未然に防止するために定期的に啓発活動をおこな

い、これらの方針およびガイドラインの理解の促進と浸透に取り組んでいます。

内部通報制度

当社は、従業員が安心して安全に職制以外のルートで情報提供および救

済を求められるように、法令または企業倫理に反する行為もしくはその可

能性のある行為について通報・相談できる内部通報制度を確立していま

す。この制度では、「守秘・匿名性の確保、報復行為および不利益取り扱い

の禁止」を徹底し、コンプライアンス違反行為に関与した従業員などが自

ら通報・相談をおこなった場合には、懲戒処分などを減免できる「社内リニ

エンシー制度」を導入しています。これにより、積極的な情報提供を促し、

問題の早期発見・解決につなげています。 通報・相談内容の内訳

この内部通報制度では、お取引先さまや退職者も利用可能な、第三者機関のシステムを利用したグローバル統一の社内窓口「TELグループ倫理・コ

ンプライアンスホットライン」および弁護士事務所に直接相談できる社外窓口を設置し、運用しています。社内窓口は、電話や専用サイト経由で24時

間365日利用可能であり、従業員が使用するすべての言語に対応しています。

これらの窓口で受領した通報・相談には、真摯な姿勢で対応し、社内規程に則って調査を実施しています。コンプライアンス違反が認められた場合、

就業規則に基づく処分、職場環境の改善など必要な是正措置および再発防止策を講じています。

2023年度に内部通報窓口に寄せられた通報・相談件数は110件で、そのうちコンプライアンス違反と認定された事案は16件*でした。通報・相談の主

な内容は、ハラスメントを含む職場環境に関するものでした。この結果に基づき、当社では引き続きハラスメント防止を目的として、従業員に対して定



期的な教育を実施し、当事者および関係者へのフォローアップを徹底しています。また、CCOからマネージャー層に対して風通しの良い職場環境構築

の重要性を含むコンプライアンス研修をおこないました。

なお、当社の事業および地域社会に深刻な影響を与えるような法令違反に関する通報や事案は確認されませんでした。

グローバル内部通報の対応フロー

当局に立件、起訴された事案なし*

https://www.tel.co.jp/corporatesummary/index.html
https://www.tel.co.jp/aboutsemiconductor/index.html
https://www.tel.co.jp/blog/index.html
https://www.tel.co.jp/about/index.html
https://www.tel.co.jp/rd/index.html
https://www.tel.co.jp/ir/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/news/index.html
https://www.tel.co.jp/museum/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/governance/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/risk-management/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/security/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/compliance/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-rights/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/health/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/safety/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/human-resource/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/environment/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/supply-chain-management/
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Information Security

情報セキュリティ

情報セキュリティについての考え方

データ社会の進展とともに情報セキュリティの重要性が高まる中、当社はDXの推進などによるデータの活用と情報セキュリティの両立を目指してい

ます。当社を対象としたサイバー攻撃のリスクからサプライチェーン全体を守る対策を、お取引先さまとともに継続的に推進しています。

主な活動

情報セキュリティについて

の考え方
主な活動

https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/security/index.html


情報セキュリティの全体図

情報セキュリティ体制 製造拠点や製品におけるセキュリティ 情報セキュリティマネジメント

情報セキュリティ担当執行役員が、情報セキュ

リティ委員会を運営し、グローバル共通の施策

を実施しています。TELグループ情報セキュリテ

ィ委員会を年2回開催し、また各社情報セキュリ

ティ委員会を年2回以上開催しています。

事業活動を支える製造システムが安全かつ安

定的に稼動しQCD*¹を維持できるよう、各製造

拠点でセキュリティ対策を実施しています。また

お客さまの期待に応える品質とサービスの一

部として、製品の情報セキュリティの確保にも

取り組んでいきます。

グローバル共通の情報セキュリティ規程の検証

や改訂を定期的におこなうとともに、全役員・従

業員に対して情報セキュリティ教育およびフィッ

シングメール訓練を定期的に実施しています。ま

た経営層に対し、サイバーセキュリティを含む情

報セキュリティの最新状況に関するセミナーを年

2回実施しています。これらに加え、全社の各部門

に対するリスクアセスメントや内部監査を実施

し、リスクの評価および技術的・人的・組織的・物

理的なセキュリティ対策の改善活動をおこなって

います。

サプライチェーンセキュリティ セキュリティの脅威への対応 レジリエンスの強化

 事業活動を通じて共有される機密情報やお客

さま・お取引先さまの情報について、利便性を

損なうことなく安全に利用できるよう、お客さま

からのセキュリティに関するご要望へ対応する

とともに、お取引先さまとともにセキュリティ状

ランサムウエアをはじめとするサイバー攻撃や

情報漏洩といったセキュリティの脅威に対応す

るため、先進的なテクノロジーを積極的に導入

するとともに、セキュリティ専門組織を設置し強

固な監視体制を運用しています。

セキュリティインシデントの発生を検知し、迅速

な対応・復旧に向けた体制を整備しています。イ

ンシデントによって業務が中断した場合でも、業

務やお客さまへの影響を極小化できるようイン

シデント対応訓練を経営層を含む全社で実施し、

QCD: Quality(品質)、Cost(コスト)、Delivery(納期)*1

ペネトレーションテスト: ネットワーク、PC・サーバーやシステムの脆弱性を検証するテスト手法の1つ*2



/ サステナビリティ / リスクマネジメント

Risk Management

リスクマネジメント

リスクマネジメントについての考え方

当社グループでは、半導体を取り巻く地政学や市場変化などのさまざまなリスクに適切かつ迅速に対応するとともに、持続的な成長を実現すべくリ

スクマネジメント体制を構築し展開しています。事業を遂行する上で直面し得るリスクについて、将来を見据えて十分に検討をおこなうことにより影

響を最小化するのみならず、それらを事業機会として捉え、適切に対応することが社会から信頼される企業であるために不可欠であると考えていま

す。

リスクマネジメントの体制と実行

2024年4月には、より実効的な活動を推進するためコーポレート企画＆リスクマネジメント推進室(CPRO)をCEO直轄の戦略部門として本社に設置

し、エンタープライズ・リスクマネジメント*¹のさらなる推進に努めています。

事業活動における重要リスクについては、以下のようなPDCAサイクルをグループ全体で展開しています。

CPROと各業務の担当所管部門が連携して事業活動におけるコンプライアンス、人事・労務、事業継続などに関するさまざまなリスクを当社グル

ープへの影響度と蓋然性から網羅的に洗い出し、12のリスク項目を特定するとともに各リスクオーナーを設置

1.

リスクマネジメントについ

ての考え方

リスクマネジメントの体制

と実行
リスクに対する取り組み

詳しくはこちら

https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/index.html
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/risk-management/index.html
https://www.tel.co.jp/about/riskmanagement/index.html


当社グループにおけるリスクマネジメントに関する活動については定期的に取締役会に報告し、取締役会は各リスクオーナーを中心に実行されるさ

まざまな取り組みについての監督をおこなっています。今後も、自律性および実効性の高いリスクマネジメントを実践していくために、グループ全体で

機動的なオペレーションを展開していきます。

加えて、グループ全社を対象としたBCPの見直しや運用改善にも引き続き注力しており、緊急時における事業継続対応をおこなうための実践的な能

力の向上を図るために、定期的にBCP訓練や防災訓練などを実施しています。

さらに、リスクマネジメント活動においても積極的にDXの推進をおこなっており、2022年度よりデジタル技術を活用したGRCツール*²を導入していま

す。この導入により、グループ全社におけるリスク評価やリスク対応策の可視化と各オーナー、各担当所管部門間でのグローバルで横断的な情報連

携を可能にしました。

今後も、自律性および実効性の高いリスクマネジメントを実践していくために12のリスク項目に対して各オーナーが、リスクマネジメントをより強化

する活動をグループ全体に展開していきます。

リスクに対する取り組み

当社はリスクマネジメントの現状を把握し、当社を取り巻く将来の潜在的・顕在的なリスクのみならず、中長期視点での新興リスクについても特定と

対策の検討を開始しています。

2023年度においては、経営成績や財政状態、またキャッシュ・フローの状況などに重大な影響を与える可能性の観点から、これまでに認識した12項

目のリスクについてのレビュー、見直しをおこない、各リスクに対する取り組みをさらに進めました。

特定した12のリスク項目については各リスクオーナーが参加するリスクマネジメント委員会において共有2.

リスクの排除は業績向上に直接つながる機会という認識のもと、CEOや各ディビジョンオフィサーが参加する四半期レビュー会議では、12のリス

ク項目のうち特に課題がある項目について取り組み状況の確認と改善策について討議

3.

エンタープライズ・リスクマネジメント: リスクマネジメント活動に関する全社的な仕組みやプロセス*1

GRCツール: 企業活動に関連するGRC(Governance・Risk・Compliance)対応を統合することで、多層化・複雑化した企業の管理機能と収集される管理情報を体系

的に整理し、適時に経営の意思決定に寄与する仕組み

*2



12項目のリスク

項目 想定される主なリスク リスクに対する主な取り組み

⒈市場変動

2.研究開発

3.地政学

4.調達・生産・供

給

5.安全

6.品質

半導体市場が急激に縮小した場合、過剰生産および

在庫が増加

急激な需要の増加に対応できない場合、お客さまに

製品をタイムリーに供給できず、販売機会を損失 

取締役会などの重要会議において市場環境や受注

状況について定期的にレビューし、設備投資や人

員・在庫計画などを適正化

世界中のお客さまと緊密な連携を図る専門組織を

設置し、お客さまのニーズや投資動向をいち早く把

握することで、販売体制および顧客基盤対応力を強

化

新製品をタイムリーに投入できない場合や、お客さ

まのニーズに合致しなかった場合、製品競争力が低

下

 Corporate Innovation本部を設置し、革新的な技

術開発と各開発本部がもつ技術を融合する全社的

な開発体制を構築

研究機関との共同研究や、複数世代にわたる技術ロ

ードマップを最先端顧客と共有することにより、競争

力の高いnext-generation productsを競合に先行

して提供

国際秩序やグローバルなマクロ経済情勢に影響を

与える地政学的な対立や地域紛争が、各国・各地域

の安全保障、外交政策、産業政策および環境政策に

影響をおよぼし、その結果サプライチェーンの停滞や

マクロ経済環境が悪化した場合、事業活動に制約が

発生

国際情勢や各国・各地域の外交・安全保障上の措

置、産業政策の動向を注視

製品の輸出入や技術開発に関する規制やマクロ経

済の変動による事業への影響を分析し、政策当局や

業界団体、有識者などとの対話をおこないながら、

対応策を事前に検討

自然災害などにより当社の生産が停止した場合、ま

たお取引先さまの経営状態悪化や、供給能力を上回

る需要の増加、法改正や労働人口減少などにより部

品調達が滞った場合や国内外の物流網が逼迫した

場合、お客さまへの製品供給に遅延が発生 

事業継続計画(BCP)などを策定し、一例として、代替

生産体制の確立、生産棟の耐震強化、生産の標準

化、情報システムのバックアップ体制整備や重要部

品のマルチソース化、適正在庫の確保などを実施

半導体の需要予想をベースとしたフォーキャストを

お取引先さまと共有するとともに、製品の安定供給

体制を構築

当社製品の安全性に関する問題や、重大な人身事

故が発生した場合、お客さまへの損害や損害賠償が

発生、また当社における安全への取り組みに対する

信頼や社会的信頼が低下

 「Safety First」の考えのもと、製品開発段階におけ

るリスク低減を意識した本質的な安全設計

現場作業においても危険予知ミーティングなどのリ

スクアセスメントをおこなうことにより、潜在的なリ

スクを特定して未然防止策の実行と各従業員の業

務に合わせた社内の資格認定と安全教育の推進、

事故発生時の報告システムの整備などを全社的に

実施

製品不具合が発生した場合、損害賠償や対策費用

が発生、また当社グループのブランドおよび信頼が

低下

 品質保証体制および最高水準のサービス体制の構

築に取り組むべく、従業員およびお取引先さまへの

継続的な品質教育を実施

設計段階から技術的な課題を解決

不具合の原因を究明し、再発防止・類似不具合の未

然防止策を実施



項目 想定される主なリスク リスクに対する主な取り組み

7.環境対応

8.法令・規制

9.知的財産

10.情報セキュ

リティ

お取引先さまの品質状態の把握、監査、改善支援を

実施

各国の気候変動政策や環境法令、およびお客さまの

ニーズに適切に対応できない場合、新規製品の開発

や仕様変更などの追加対応費用が発生、製品競争

力および社会的信用が低下 

ネットゼロを含む業界をリードする中長期環境目標

の達成に向け、製品使用時における温室効果ガス排

出量の削減、事業所における再生可能エネルギーの

使用比率の向上、エネルギー使用量の削減、梱包材

の見直し、モーダルシフトの推進などを実施

E-COMPASSの展開により、半導体デバイスの高性

能化や低消費電力化に寄与する技術などを提供 

事業を展開する各国・各地域の法令・規制に抵触し

た場合、社会的信用が低下、また課徴金・損害賠償

や事業活動の制限が発生 

チーフ・コンプライアンス・オフィサーのもと、国内外

主要拠点のコンプライアンスに関する活動状況を把

握

外部機関によるアセスメントを実施し、抽出された

課題をCEO、取締役会、監査役会に報告の上、迅速

かつ効果的な対策を実施

独自技術の専有化ができない場合、製品競争力が

低下

第三者が保有する知的財産権を侵害した場合、生

産・販売の制約や損害賠償が発生 

知的財産戦略を事業戦略および研究開発戦略と三

位一体で推進し、適切な知的財産権ポートフォリオ

を構築

継続的な他社特許モニタリングを実施し、事業およ

び研究開発部門と連携して適切な対策を講じる体

制を整えることにより、他社特許侵害リスクを低減 

当社およびお取引先さまに対するサイバー攻撃、内

部不正等による情報漏洩やサービス停止などが発

生した場合、競争力・技術的優位性の棄損、製品生

産活動を含めた業務の停止、社会的信用の低下お

よび損害賠償が発生 

サイバーセキュリティに関するソリューションを導入

し、セキュリティ監視、内部不正対策といった技術

面・運用面の対策に加えて、グローバルセキュリティ

ポリシーの策定と教育活動を通じて情報資産の適

切な管理・保護を実施

情報セキュリティ委員会を設置しグループ各社を含

めた組織的強化を図り、内部監査と外部機関による

アセスメントなどの活動を通じて、情報セキュリティ

対策の実効性を強化

https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/governance/
https://www.tel.co.jp/sustainability/management-foundation/risk-management/
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サステナビリティアーカイブ
最新の当社のサステナビリティに関する実績や取り組み状況については、ウェブサイト上で情報開示しています。
2022年まではサステナビリティレポート、以降はサステナビリティウェブサイトアーカイブをご確認ください。

サステナビリティウェブサイト

サステナビリティレポート

プルダウンより該当年をお選びください。PDFデータ内のウェブリンクにつきましては、ウェブサイト管理の都合によりリンク切れの場合がありますので、予めご了承くださ
い。

過去のサステナビリティレポートはこちら

GRI対照表／バウンダリ

グローバル・コンパクト対照表
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当社は保有する資本を最大限に活用し (INPUT) 、強みを生かしながらマテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーン
を展開しています。これにより創出される価値 (OUTCOME) をステークホルダーに提供します。そしてビジョンの実現による基本
理念の実践により中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指しています。

ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
に
よ
る
基
本
理
念
の
実
践

価値創造モデル

成長の原動力により創出された当社の強み

価値創造ストーリー
Chapter

2

半導体製造装置
フィールドソリューション

東京エレクトロン統合報告書 2024 東京エレクトロン統合報告書 202423 24

装置の安定稼動を支援する、
付加価値の高いサービスを

迅速かつ的確に提供

持続可能な 
サプライチェーンのもと、 

高品質な製品をより効率的に製造

お客さまの唯一無二の 
戦略的パートナーとして、 

最適なソリューションを提案

研究開発力を継続的に強化し、
革新的な独自技術を 

タイムリーに創出

OUTPUT 

●  事業活動により創出し
た利益の還元

●   中長期的な成長の実現
と企業価値の向上

●   お客さまの価値創造や
継続的な成長

●  半導体の製造における
生産性の向上 (稼動率
や歩留まり) や環境負
荷の低減

●  サステナブルで競争力
の高いサプライチェー
ンにおける事業展開

●  当社との協働による取
り扱い製品やサービス
の付加価値の向上

●  夢と活力に満ち、組織
と個人における相互信
頼のもと存分に能力を
発揮できる職場環境の
創出

●   人材育成や雇用機会
の創出、環境保全、納
税などを通じた地域社
会の活性化や持続的
な発展

●   法令や条例、業界行動
規範などに遵守した事
業活動の展開

●  当社との協働による産
業や社会の課題解決
や発展への取り組み

株主・
投資家さま

お客さま

お取引先さま

社員

地域社会

行政機関・
各種団体

ステークホルダー 影響

IMPACT
INPUT (投入資本) 2024年3月期

財務資本

純資産  17,601億円

自己資本比率  71.1%

総資産　 24,564億円

製造資本

製造拠点 合計 9 (国内6、海外3)

新工場建屋や設備など製造に関する設備投資

部品の標準化・生産の平準化　

製造オペレーションにおける長年培った 
ノウハウや実績 

製造基幹システム

知的資本

研究開発拠点 合計 14 (国内7、海外7)

研究開発投資  2,028億円
複数の領域における高い専門性と 
それらを統合して製品化する能力

半導体製造プロセスにおける 
幅広い知見と総合的な技術力

お客さまのご要望や技術動向

デジタル技術やナレッジマネジメントにより 
蓄積された装置関連データ

人的資本

従業員数 17,702名

エンジニア比率 68.1%
さまざまな専門分野の知見を備えた人材

グローバルに活躍できる人材 

TEL UNIVERSITYによる人材開発 

社会関係資本
長年の実績に基づくお客さまとの信頼関係

お取引先さまとの強固なパートナーシップ

地域社会における事業活動の基盤

業界団体における同業他社との連携

自然資本

エネルギー使用量  102,260kL

水使用量  1,542千ｍ3

OUTCOME (創出価値) 2024年3月期

据付・保守サービス

販売

研究開発

調達・製造

財務資本

売上高  18,305億円
営業利益率  24.9%
当期純利益  3,639億円
ROE  21.8%
年間配当総額  1,824億円 (連結配当性向50.1%)

製造資本

累計出荷台数   約92,000台 (年間出荷台数 約4,000~6,000台)

最先端技術を備えた高品質、高信頼性の製品 

安全第一のオペレーション TCIR 0.15
生産リードタイムの短縮

知的資本
革新的で付加価値の高い独自技術

市場シェア 1 位または2位の製品ラインアップ 

半導体製造における最適なソリューション

特許保有件数 23,249件

高品質かつ高効率なサービス

人的資本

定着率※  97.5%
※ 離職率のデータを用いて算出

価値創出の源泉である社員の成長意欲の向上とチャレンジ精神の発揮　
エンゲージメントの高い社員によるステークホルダーとの信頼関係の構築　

女性管理職比率※ 6.3%

※ 高度専門職と定年後再雇用者を含む

社会関係資本

顧客満足度調査「大変満足」・「満足」回答割合※  100%
※ ご回答いただいたすべてのお客さまのスコア平均値を設問ごとに算出

サプライチェーンサステナビリティアセスメント改善率   29.2%
(2023年3月期比)

事業活動を展開する地域における雇用機会の創出と国・地方自治体への納税

TEL FOR GOOD※プログラム数  285件

※ 当社の社会貢献活動を表すブランドネーム

自然資本

自社のCO2排出量  75%削減
(2019年3月期比、再生可能エネルギー導入などによるCO2排出量 131千t 削減)

自社以外のCO2排出量 (ウェーハ1 枚当たり)  24%削減
 (2022年3月期比)

廃棄物リサイクル率 98.8%

マテリアリティ
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2020 年 7 月 20 日 

東京エレクトロン株式会社 

EHS 推進室 

グリーン調達ガイドライン 

Green Procurement Guideline 

 

 

 

 

 東京エレクトロングループでは、地球環境問題がクローズアップされる中、当社グ

ループの環境方針に基づき、地球環境保全・循環型社会形成を目指した事業運営を継

続して行っています。 
その一環として環境配慮型の製品づくりを実現するためには、製品を構成する部

品･機器等の環境負荷が少ないことが不可欠となります。また当社グループでは、取

引先さまの事業活動における環境負荷を少なくする活動も考慮したグリーン調達を

実施するため、「グリーン調達ガイドライン」を2001年1月15日付で発行いたしまし

た。 
 世界的に環境に関する法規制がますます深化、拡がりを見せていることから、「グ

リーン調達ガイドライン」を改訂する必要性があるという結論に至りました。改訂に

際しては、法規制への早期の適合を促進する内容とさせていただいております。 
取引先さまにおかれては、当社グループが持続可能な地球環境保全活動を継続・発

展させるため、本ガイドラインをご理解いただきますとともに、ご協力をよろしくお

願い申し上げます。 
 

 

 

 
環境についての考え方 

 
東京エレクトロングループは、Technology for Eco Lifeのスローガンの

もと、最先端の技術とサービスで、環境問題の解決を目指します。あ

らゆる事業活動において、環境負荷低減と地球環境保全を目指し、さ

らに生物多様性にも配慮した環境活動により、持続可能な社会の実現

に貢献します。 
 
 

 

 

 

 

 



2 
 

１．環境管理体制の整備 

  環境マネジメントシステム ISO14001 や「環境活動評価プログラム」などを参考に、

企業として持続可能な地球環境保全へ向けた環境管理体制の整備に努めてください。 
 
◆ 環境管理体制を整備するため、一般的には、以下の推進が必要とされます。 

(ⅰ)地球環境保全に関する企業理念を確立する。 

(ⅱ)環境保全を推進する担当役員や専任組織、委員会、実行担当者などが設置され

実質的に運用する。 

(ⅲ)事業活動により発生する環境負荷（化学物質や廃棄物の排出、エネルギー消費

など）を把握する。 

(ⅳ)環境負荷低減を継続的に行なう管理システム、および環境関連の法規制、地方

条例などが遵守できる管理システムを有する。 

(ⅴ)環境保全に関する情報を公開する。 

(ⅵ)環境に関する啓蒙や教育を実施する。 

(ⅶ)生物多様性の保全に取り組む。 

(ⅷ)グリーン調達のしくみがある。 
 
◆「環境活動評価プログラム」は、環境省が策定し、日本の事業者に対し、自主的に「環

境との関わりに気づき、目標を持ち、行動する」ことができる、簡易な方法を提供す

るものです。環境活動評価プログラム「エコアクション２１」は、環境省の下記 URL

から入手できます。 

http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html 

   
2. 事業活動における環境影響の把握・低減・情報開示 

 昨今、事業者の環境に配慮すべき範囲が拡大しており、当社グループの事業活動に

伴って発生する環境負荷に加え、取引先さま、お客さまにおいて発生する環境負荷

を含めての削減を考慮していくことが望まれています。 
 環境負荷には、資源・エネルギー制約、気候変動、水質汚濁、化学物質管理、大気

汚染、森林保全、生物多様性の保全など幅広い側面が考えられ、程度の差こそあれ

環境に影響を与えています。 
取引先さまの事業を行う上での環境への影響を把握し、低減を推し進めていただくよう

お願いいたします。当社グループから、取引先さまの事業活動における環境に関する情

報提供をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。 
 
3. 製品への環境配慮 
（１）ガス・化学品の納入 
 必要なラベルを貼付し、安全データシート(SDS)を添付していただくようにお願い

いたします。当社のお客さまや当社自身が活動する国・地域の言語で、ラベルやSDS
の提供をお願いいたします。化学品によっては、法規制対応のための詳細情報のご

提供をお願いする場合があります。 
（２）コンポーネント・部品・材料・保守用化学品への含有化学物質対策 
 当社が制定する禁止、制限、管理対象物質リストに基づいての対応をお願いすると

ともに、所定のフォーマットに必要な情報を記入して、取引先さまの製品を当社に

納入していただくようにお願いいたします。 
（３）コンポーネント・部品への内蔵化学品対策 
 化学品を内蔵した状態で機器を輸送する場合には、規制を受ける場合があります。

当社に納入していただくコンポーネント・部品に内蔵化学品がある場合には、品
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名・総重量の明記と、機器に施している安全対策の提示をお願いいたします。 
（４）コンポーネント・部品の内蔵電池情報 

 内蔵電池には、取引先さまがコンポーネント・部品に内蔵させた電池と、取引先

さまが部品を調達する段階で既に内蔵されている電池があります。当社に納入す

る取引先さまの製品が電池を内蔵している場合には、使用可能な国名や仕様など

の情報提示と、その国で要求されるラベリングの実施をお願いいたします。 
（５）省エネルギー／エネルギー高効率化 

 省エネルギーを考慮した製品開発に努めてください。待機時の電力消費をできる

限りゼロに近づけるよう開発に努めてください。 
 一部の電気製品に対して、エネルギー効率を規定する法規制の施行が始まってお

り、対象製品の種類は拡大する傾向にあります。取引先さまのサプライヤーさま

から調達する部品が規制されている場合もあります。当社が照会する国や地域で

の法規制に対しての該当・非該当判断の見解書と、該当の場合には適合証明、も

しくは適合計画書の提示をお願いいたします。 
（６）省資源・リユース・リサイクル 

 小型・軽量化、また使用材料の削減に努めてください。 
 リサイクル容易な材料を選定して使用してください。 
 使用材料の種類を減らし、分解容易な構造とするよう努めてください。 
 使用する材料のリサイクル性の表示に努めてください。 

（７）包装・梱包 
 包装・梱包材は、繰り返し使用できるものを使用して、回収･再使用するよう努め

てください。 
 包装・梱包材は、廃棄時に地球環境に負荷を与えない材料の使用に努めてくださ

い。 
 当社が照会する国や地域での法規制に適合しているかどうかの情報の提供をお願

いいたします。 
（８） 情報提供 

 当社から取引先さまの製品の環境に関する情報提供をお願いする場合があります。

できる限りのご協力をお願いいたします。 
 

適用範囲  
本ガイドラインは、当社が購入するコンポーネント・部品・材料の製造会社、当社製品

に使用するユニットやアセンブリー品の組立製造会社、およびサービスや物流業務の提

供会社を対象としています。 
 
その他 

本ガイドラインは、社会情勢の変化、法規制の動向などにより改訂することがあります。 
 

お問い合わせ先 

東京エレクトロン株式会社 

EHS 推進室 

〒183-8705 東京都府中市住吉町 2-30-7 

tel. 042-333-8252 fax. 042-333-8477 
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July 20, 2020 

Tokyo Electron Limited 

EHS Promotion Center 

 

 

Green Procurement Guidelines 
 

 

As global environmental issues have been becoming a greater concern, Tokyo Electron Group has been 

conducting business operations based on its environmental policy, which aims to conserve the global 

environment and create a recycling-oriented society. 

In order to develop an environment-conscious manufacturing system, it is essential that the impact the parts 

and devices that comprise products have on the environment is reduced to a minimum. Furthermore, on 

January 15, 2001, Tokyo Electron Group issued "Green Procurement Guidelines" to ensure that its green 

procurement processes, which include activities to help suppliers reduce environmental load, are correctly 

implemented. 

Looking at every area of this planet and considering the fact that laws and regulations concerning 

environmental conservation have become increasingly comprehensive in terms of both depth and scope, we 

have concluded that we need to revise the "Green Procurement Guidelines". The aim of this revision is to 

accelerate our compliance with applicable laws and regulations. 

Tokyo Electron Group will strive to continue and develop our sustainable global environmental 

conservation activities. We would like to ask every supplier to understand these guidelines and provide us 

with your kind cooperation. 

 

 

 

Our Approach toward the Environment 
 

Based on our slogan, "Technology for Eco Life", Tokyo Electron Group aims to help solve 
environmental issues by providing leading-edge technologies and services. We aim to reduce 
environmental load and preserve the global environment through all our business activities. 
We also promote environmental activities in consideration of biodiversity in order to help 
create a sustainable society. 
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1. Development of an environmental management system 

Using ISO 14001 (Environmental Management System) and "Environmental Activity Evaluation 
Program" as references, develop an environmental management system that ensures corporate-based 
sustainable global environmental conservation activities. 
 
◆ In general, the following activities should be promoted to develop an environmental management 

system: 
(i) Develop a corporate credo concerning global environmental conservation. 
(ii) Appoint an executive officer, dedicated organization, committee, and other people in charge 

of promoting environmental conservation so that the system can be operated accordingly. 
(iii) Understand the environmental loads (emissions of chemical substances and waste, energy 

consumption, etc.) caused due to business activities. 
(iv) Implement management systems that continuously reduce environmental loads, and that 

observe environment-related laws, regulations, and local ordinances. 
(v) Disclose information related to environmental conservation. 
(vi) Provide enlightenment and education related to the environment. 
(vii) Undertake biodiversity conservation activities. 
(viii) Run a green procurement system. 
 

◆ The "Environmental Activity Evaluation Program", formulated by the Ministry of the Environment, 
provides simple methods that Japanese business operators can use to voluntarily "be aware of their 
relationship with the environment, set a goal, and start an action". The environmental activity 
evaluation program, called "EcoAction 21", is available at the following URL of the Ministry of the 
Environment. 
https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/kigyo/EA21_2017%20English.pdf 

 

2. Understanding and reducing environmental impact due to business activities, and 
disclosure of related information 

 Business operators should be conscious of a broader range of environmental issues. Tokyo Electron 
Group is also expected to consider how to reduce environmental loads generated by our suppliers 
and customers, as well as those generated as a result of our own business activities. 

 Environmental loads can be seen in a wide range of aspects including resource and energy 
restrictions, changes in climate, water pollution, chemical substance control, air pollution, forest 
preservation, and biodiversity conservation. All of these have varying impacts on the environment. 

We would like to ask you to understand and reduce the environmental impact resulting from your 
business operations. Tokyo Electron Group may ask you to provide information about environmental 
activities and impacts related to your business activities. Your cooperation would be appreciated. 
 

3. Environment-conscious measures on products 

(1) Delivery of gases or chemical products 
 Apply necessary labels and attach safety data sheets (SDSs). Labels and MSDSs should be written 

in the local language of the country or region where our customer or we will carry out business 
activities. Depending on the chemical product, you may be asked to provide a JAMP MSDS plus. 

(2) Measures related to chemical substances contained in components, parts, materials, or chemical 
products used for maintenance 

 Please implement necessary measures based on our list of substances that are prohibited, restricted, 
and that must be controlled. Also, please provide necessary information in the specified format 
together with the products delivered to us. 
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(3) Measures related to chemical products incorporated in components or parts 
 Transportation of a device incorporating a chemical product may be subject to a relevant 

regulation(s). When delivering a component or part that incorporates a chemical product(s), 
indicate the name(s) and total weight of the chemical product(s), and safety measures provided for 
the device. 

(4) Information on built-in batteries of components or parts 
 Built-in batteries refer to batteries that were built into components or parts during your 

manufacturing process, and those that had already been built into components or parts before you 
procured them. When delivering a product that contains a built-in battery, provide information such 
as the names of countries the product can be used in and the product specifications, and also 
implement labeling that is required in the relevant country. 

(5) Energy-saving and high energy efficiency measures 
 Strive to develop energy-saving products. Aim to reduce standby power consumption as much as 

possible. 
 Some electrical appliances have already been subject to laws and regulations that stipulate the 

energy efficiency level, and these regulations are considered to become applicable to more types of 
appliances. Products that you procure from your suppliers may have already been included in the 
list of controlled items. Provide your written judgment regarding the product's compliance or 
non-compliance with the laws and regulations applicable in the country or region we are 
referencing. If you consider that the relevant product does conform, present a certificate of 
conformity or documented conformity plan. 

(6) Saving, reusing, and recycling resources 
 Strive to reduce the size and weight of products, and the amount of materials to be used. 
 Select and use materials that can be easily recycled. 
 Strive to reduce the number of types of materials, and to employ a structure that enables the 

product to be easily disassembled. 
 Indicate the recyclability information of as many materials as possible. 

(7) Packing 
 Use reusable packing materials, and collect and reuse them as much as possible. 
 Use packing materials made of substances that have the smallest possible impact on the global 

environment after they are disposed of. 
 Provide information as to whether the packing materials comply with the laws and regulations 

applicable in the country or region we are referencing. 
(8) Provision of information 
 We may ask you to provide us with environment-related information about your products. Please 

provide as much information as possible. 
 
Scope 
These guidelines are applicable to companies that manufacture components, parts, or materials we 
purchase, companies that assemble units or assemblies we use to manufacture our products, and 
companies that provide distribution or other services. 
 
Other notes 
These guidelines are subject to revision to reflect changes in social situations and legal trends. 
 

Contact 
Tokyo Electron Limited 
EHS Promotion Center 
30-7 Sumiyoshi-cho 2-chome, Fuchu City, Tokyo 183-8705 
Phone 042-333-8252  Fax 042-333-8477 
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2020/7/20 

東京エレクトロン株式会社  

EHS 推進室 

東京エレクトロングループ製品含有化学物質管理の考え方 
 

目次 

1. 目的 

2. 適用範囲 

3. 用語の定義 

4. 把握・管理内容 

5. TEL が定めるフォーマットによる調査の免除 

6. 改訂等 

 

1. 目的 

東京エレクトロングループ（以下、TELという）では、環境方針に基づき、環境に配

慮した製品を実現するため、2001年1月に「グリーン調達ガイドライン」を制定しまし

た。その後、EU RoHS指令への自主的な適合をめざし2006年からRoHS対応活動を開始

しました。そのような中、2007年3月には中国RoHSが施行され、さらにその6月にはEU 

REACH規則が施行されて新たな化学物質の規制が開始されました。その他の国におい

ても同様な法令が制定施行されつつあります。また、日本においても改正化審法の施行

などが開始されて化学物質の管理が強化される傾向にあります。TELでは、上記のよう

な化学物質の法規制などに積極的に対応するため、グリーン調達の一環として、本考え

方にてTEL製品に採用されている構成部品や生産に付帯して採用されている溶剤などの

補助材料に含有される化学物質の禁止および管理を実施していきます。 

 

2. 適用範囲 

TEL の製品を構成するすべての調達品、および製品とともに出荷される治具、ならびに

梱包・包装材等の成形品（Article）に含まれる化学物質（注：物質ともいう）の管理に

適用する。 

 

3. 用語の定義 

3.1. TEL 管理対象物質群 

TEL 禁止物質、TEL 制限物質、TEL 必須管理物質、TEL 一般管理物質の全てを指し、

TEL ステアリング会議にて決定する。上記で定義される物質が重複して各リストにあ

る場合は TEL 禁止物質、TEL 制限物質、TEL 必須管理物質、TEL 一般管理物質の順に

その指定を優先する。 
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3.2. TEL 禁止物質 

3.2.1. 条約で禁止される物質 

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書 付属書 A, B, E の全てのグ

ループと、付属書 C のグループⅡ 

3.2.2. TEL が事業活動をする各国の法律で禁止される物質 

3.2.3. TEL が自主的に禁止する物質 

 

3.3. TEL 制限物質 (RoHS 対象物質) 

RoHS 指令 2011/65/EU の 10 物質を対象とする。但し、RoHS 指令の使用用途による免

除を適用しないこととする。以下に対象 10 物質とその閾値を示す。 

① カドミウムおよびカドミウム化合物［100ppm］ 

② 鉛および鉛化合物［1000ppm］ 

③ 水銀および水銀化合物［1000ppm］ 

④ 六価クロム化合物［1000ppm］ 

⑤ ポリブロモビフェニル（PBB）［1000ppm］ 

⑥ デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)を含むポリブロモジフェニルエーテル

(PBDE) ［1000ppm］ 

⑦ ビス(2-エチルヘキシル)フタラート(DEHP) ［1000ppm］ 

⑧ ブチルベンジルフタラート(BBP) ［1000ppm］ 

⑨ ジブチルフタラート(DBP) ［1000ppm］ 

⑩ ジイソブチルフタラート(DIBP) ［1000ppm］ 

 

3.4. TEL 必須管理物質 

chemSHERPA 管理対象物質リスト（以下、chemSHERPA 管理リストと呼ぶ、）と各国

の法規制対象物質から TEL が必須管理対象として選定した物質を指す。 

 

3.5. TEL 一般管理物質 

chemSHERPA 管理リスト（3.12.参照）から情報伝達の対象として TEL が選定した物質

を指す。 

 

3.6. TEL 物質群リスト 

3.6.1. TEL 物質群リストについて 

TEL 物質群リストは、TEL 管理対象物質群を物質名などにて具体的にリスト化したも

ので、chemSHERPA 管理リストを主な参照先としている。詳細は別紙「TEL 管理対

象物質群リスト」を参照。 

3.6.2. 補足事項：chemSHERPA 管理リストの利用について 

chemSHERPA 管理リストは JAMP が提供する、chemSHERPA 成形品/化学品データ作



 

3 

成支援ツールに組み込まれているため、そのシステムを利用して TEL 管理対象物質

群のほとんどを確認することが可能。ただし、支援システムのリストの展開の程度は、

実用的範囲に限定されているため、最終的に TEL へ回答する際は、含有回答責任者

が TEL 物質群リストにて確認すること。 

 

3.6.3. 情報提供を要求する管理対象物質の例： 

① EU CLP 規則 Annex VI Table 3.2 の発がん性・生殖毒性・変異原性物質 

＜カテゴリー1、カテゴリー2＞ 

② EU REACH Annex XVII 制限対象物質（上記①を除く） 

③ EU REACH Annex XIV 認可対象物質およびその候補物質 

④ その他上記①、②、③の物質を除く内外の法規制物質 

 

3.7. TEL 管理対象物質群の関連説明図 

上記 3.1 から 3.5 までの関連説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. EU RoHS 

EU の指令 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 

Equipment の略称。詳しくは以下の URL 参照 

https://j-net21.smrj.go.jp/development/rohs/basic/basic.html 

 

3.9. EU REACH 規則 

Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals の略称。2008 年 6 月 1

日から運用が開始された EU の新しい化学品規制。詳しくは以下の URL 参照。 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/081127gaiyou.pdf 
 

3.10. TEL が定めるフォーマット 

TEL 一般管理物質 

TEL 
禁止物質 

TEL 
制限物質 

TEL 必須管理物質 

一般化学物質 

TEL 管理対象物質群 
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TEL が採用している含有化学物質調査フォーマット。JAMP が推奨する成形品の含有

物質情報伝達様式である chemSHERPA-AI を採用している。 

 

3.11. JAMP 

アーティクルマネジメント推進協議会 （JAMP: Joint Article Management 

Promotion-consortium）の略称。詳しくは以下の HP 参照。 

https://chemsherpa.net/jamp/about  
 

3.12. chemSHERPA 管理対象物質リスト 
https://chemsherpa.net/tool#declarable 

 

3.13. 成形品（Article） 

生産の間に、その化学組成よりも大きくその機能を決定する、特定の形状、表面また

はデザインを付けられた物体（object）。 

 

4. 把握・管理内容 

4.1. TEL 禁止物質 

TEL として製品含有を禁止する。規制値がある場合は不純物も含めた含有濃度が規制

値未満であること。 

 

4.2. TEL 制限物質 

TEL として製品含有を禁止する。対象物質に規制値がある場合は含有が閾値以下であ

ること。ただし、TEL が定めるフォーマットにて含有報告を行った場合は、閾値を超

える含有製品の納入が認められる。 

 

4.3. TEL 必須管理物質 

納入者が含有を把握すべき物質を指す。TEL は禁止物質および制限物質を除き、対象

とする物質の製品への含有を直ちに制限するものではないが、対象とする物質の使用

の有無および含有について、合理的な最大限の努力に基づいた調査によりデータを把

握し提出することを納入元へ必須事項として要求する。ただし、TEL 必須管理物質で

あってもTELの製造する半導体製造装置用途ならびにFPD製造装置用途において規制

を受けない物質である場合はその限りではなく報告は不要とする。TEL は製品が法規

制を受ける場合には、知りえた事実に基づき、物質を管理する。 

 

4.4. TEL 一般管理物質 

chemSHERPA 管理対象物質リストに収載されている物質を指し、TEL 禁止物質、TEL

制限物質、TEL 必須管理物質を含む。TEL は対象とする物質の製品への含有を直ちに
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制限するものではなく、「含有が既知である」場合、データを提出することを納入元へ

要求する。TEL は「含有が既知である」場合を管理対象とする。なお、「含有が既知で

ある」とは、「上流のサプライヤー（例：原料メーカー）から管理対象物質を含有して

いる情報の提供を受けた」、または「何らかの方法で含有しているデータを確認した」

ことを指す。TEL は知りえた事実に基づき、特定の物質を制限または禁止する場合が

ある。 

 

5. TEL が定めるフォーマットによる調査の免除 

以下に示す一定の要件を満たすことを確認して、TEL が定めるフォーマットでの提出

を免除する運用を行う。 

 

5.1. 納入者は、JAMP が発行した「製品含有化学物質管理ガイドライン」の製品含有化学

物質の情報管理のための実施項目と実施内容を満足させるために、その責任と手順を

定め文書化する。 

 

5.2. 納入者は、JAMP が発行した「製品含有化学物質ガイドライン」への適合評価を行い、

その判定した結果に基づいて、含有化学物質管理に対する自己適合宣言を行い、その

宣言書ならびに、JAMP 製品含有化学物質管理ガイドライン付属書 実施項目一覧表 

兼 チェックシート（以下ガイドラインチェックシート）を TEL に提出する。 

 

5.3. TEL は、ガイドラインチェックシートの確認を行い、自己適合宣言の妥当性を確認す

るとともに、TEL が要求する管理が仕組みとして構築されていることを確認する。 

 

5.4. 納入品に、TEL が管理を必須とする化学物質即ち、TEL 禁止物質、TEL 制限物質、TEL

必須管理物質が含有されていない場合は、納入者の TEL が定めるフォーマットでの情

報伝達を免除する。 

 

5.5. TEL が、日本および関係諸外国の法令または諸規則等を遵守するために、報告を必須

とする化学物質を追加指定した場合には、納入者はその追加指定された化学物質が納

入品に含有していないことを速やかに確認し、もし、含有を確認した場合には、直ち

にTELが定めるフォーマットでの報告を履行すると共にTELが対策を必要とした場合

の対応に協力する。 

 

6. 改訂等 

TEL 物質群リストなどの改訂は必要に応じて行う(年に 1～2 回実施)。 

 

以上 
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1. PURPOSE 

In accordance with the basic environmental policies of Tokyo Electron Group (hereinafter referred to as TEL), 

the company established the Green Procurement Guidelines in January 2001 in order to manufacture 

environment-friendly products. TEL then launched the Compliance-with-RoHS Activity in 2006 to ensure the 

company voluntarily conforms to the EU RoHS directive. The China RoHS directive was enforced in March 

2007 and EU REACH was enforced in June of the same year, kicking off a new era of chemical substance 

control. Similar laws and regulations have also been enacted and are enforced in other countries. In Japan, too, 

the movement toward stricter management of chemical substances has started through enactment of the Revised 

Act on Evaluation of Chemical Substances and Regulation of Their Manufacture, etc. In order to ensure 

compliance with the above-stated laws and regulations on chemical substances, TEL brings our view on 

management of chemical substances into operation. This view applies, as part of green procurement, to 

prohibition and management of chemical substances contained in components used in TEL products, and 

auxiliary materials incidental to production such as solvents. 

 

 

2. SCOPE 

This procedure applies to management of chemical substances (simply called substances) contained in procured 

components used in TEL products, jigs shipped together with TEL products, and shaped products (also called 

articles) such as packaging materials. 

 

 

3. DEFINITIONS 

3.1 TEL Managed Substances Group 

This term refers to all substances that fall under any of the following categories: TEL prohibited substances, 

TEL restricted substances, TEL mandatory managed substances, and TEL general managed substances. 

Applicable substances shall be designated by the TEL Contained Substance Steering Meeting. If the same 

substance is included in two or more lists, priority regarding its categorization shall be given in the order of 
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TEL prohibited substances, TEL restricted substances, TEL mandatory managed substances, and TEL 

general managed substances. 

 

3.2 TEL Prohibited Substances 

3.2.1 Substances prohibited by international regulations 

Every group listed in Annexes A, B and E, and Group II of Annex C in the Montreal Protocol on Substances 

that Deplete the Ozone Layer 

3.2.2 Substances that are legally prohibited in countries TEL operates in 

3.2.3 Substances that TEL voluntarily prohibits 

 

3.3 TEL Restricted Substances 

These are six substances designated in the RoHS directive 2011/65/EU. However, TEL does not apply the 

exemptions admitted depending on the intended use stated in the RoHS directive. The six substances and 

their threshold values are shown below. 

①  Cadmium and cadmium compounds [100 ppm] 

②  Lead and lead compounds [1000 ppm] 

③  Mercury and mercury compounds [1000 ppm] 

④  Hexavalent chromium compounds [1000 ppm] 

⑤  Polybromobiphenyl (PBB) [1000 ppm] 

⑥  Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) including Decabromodiphenyl ether (DecaBDE) [1000 ppm] 

⑦  Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) [1000 ppm] 

⑧  Butyl benzyl phthalate (BBP) [1000 ppm] 

⑨  Dibutyl phthalate (DBP) (0,1 %) [1000 ppm] 

⑩  Diisobutyl phthalate (DIBP) (0,1 %) [1000 ppm] 

 

3.4 TEL Mandatory Managed Substances 

This term refers to substances that TEL specified, from the chemSHERPA Managed Substance List 

(hereinafter referred to as the chemSHERPA Management List), and from legally restricted substances in 

other countries, as those for which management is mandatory. 

 

3.5 TEL General Managed Substances 

This term refers to substances TEL specified from the chemSHERPA Management List (see 3.12.) as those 

for which information must be communicated. 

 

3.6 TEL Substances Group List 

3.6.1 About the TEL Substances Group List 

The TEL Substances Group List is a list of substances included in the TEL Managed Substances Group. This 

list was developed based on the substance names and other information. In the list, the chemSHERPA 

Management List is in principle used as the main reference source. For details, see Attachment "TEL 

Substances List". 

 

3.6.2 Supplement: On use of the chemSHERPA Management List 

Since the chemSHERPA Management List is incorporated into the chemSHERPA data entry support tool for 

articles / chemicals provided by JAMP, almost all the substances in the TEL Managed Chemical Substances 

Group can be checked using this system. However, coverage of the list in the support system is limited to the 
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practical domain. Therefore, before presenting a final reply to TEL, the person in charge of reporting the 

inclusion must refer to the TEL Substances Group List for confirmation purposes. 

 

3.6.3 Examples of the substances to be managed for which provision of information is required: 

① Carcinogenic, reprotoxic and mutagenic substances listed in EU CLP Regulation Annex VI Table 3.2. 

  <Category 1 and Category 2> 

② Restricted substances listed in EU REACH Annex XVII (excluding ① above). 

③ Substances listed in EU REACH Annex XIV that require approval, and their candidates. 

④ Other substances, excluding ①, ② and ③ above, that are regulated by domestic or international 

regulations. 

 

3.7 Chart Explaining Relationships between Types of Substances in the TEL Managed Chemical Substances 

Group 

The chart shows the relationships between the substances described in 3.1 to 3.5 above. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 EU RoHS 

This is the abbreviation for the EU directive "Restriction of the use of certain Hazardous Substances in 

Electrical and Electronic Equipment". Visit the following URL for details. 

https://j-net21.smrj.go.jp/development/rohs/basic/basic.html 

 

3.9 EU REACH 

This is the abbreviation for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. This is a 

new regulation concerning chemical substances that was enacted on June 1, 2008. Visit the following URL 

for details. 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/081127gaiyou.pdf 

 

TEL general managed substances 

TEL 
prohibited 
substances 

TEL 
restricted 
substances 

TEL mandatory 
managed substances 

General chemical substances 

TEL Managed Substances Group 
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3.10 Format Specified by TEL 

This term refers to the Contained Chemical Substances Inspection Format used by TEL. TEL uses the 

chemSHERPA-AI format, the format recommended by JAMP to use to communicate information about 

substances contained in shaped products. 

 

3.11 JAMP 

This is the abbreviation for Joint Article Management Promotion consortium. Visit the following website for 

details. 

https://chemsherpa.net/english/jamp/about 

 

3.12 chemSHERPA Managed Substance List 

https://chemsherpa.net/tool#declarable 

 

3.13 Shaped Product (Article) 

This term refers to an object that has a specific shape, surface or design that exerts a greater influence on its 

function than its chemical composition does. 

 

 

4. AWARENESS OF HAZARDOUS SUBSTANCES AND THEIR MANAGEMENT 

4.1 TEL Prohibited Substances 

TEL prohibits inclusion of these substances in products. If a regulatory standard has been defined, the 

concentration - including impurities - must be below the standard. 

 

4.2 TEL Restricted Substances 

TEL prohibits inclusion of these substances in products. If a regulatory standard has been defined for the 

target substances, the inclusion level must be below the threshold value. However, in spite of the foregoing, 

delivery of products containing quantities of substances beyond the threshold levels shall be permitted if 

such inclusion is reported using the format specified by TEL. 

 

4.3 TEL Mandatory Managed Substances 

This term refers to substances for which the relevant suppliers must be aware of inclusion levels. With the 

exception of prohibited and restricted substances, TEL does not immediately restrict inclusion of substances 

contained in this group in products. Rather, TEL mandates that suppliers submit to TEL data on use and 

inclusion levels of relevant substances that is obtained via investigation based on reasonably maximum 

possible efforts. In cases where TEL is subject to legal regulations, TEL manages the applicable substances 

based on facts known to it. 

 

4.4 TEL General Managed Substances 

This term refers to substances included in the chemSHERPA Managed Substance List. Such substances 

include TEL prohibited substances, TEL restricted substances, and TEL mandatory managed substances. 

TEL does not immediately restrict inclusion of substances contained in this group in products. Rather, TEL 

requires suppliers to submit data on the inclusion levels of such substances to TEL when "the inclusion is 

known". TEL sets the substances contained in this group as the managing target when "the inclusion is 

known". "The inclusion is known" means that "TEL has received information from an upstream supplier 

(e.g., a raw material manufacturer) in the supply chain about the fact that a target substance of management 
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is included", or that "TEL has confirmed in some way that such substances are included". TEL may restrict 

or prohibit use of specific substances based on facts known to it. 

 

 

5. EXEMPTION OF INVESTIGATION BASED ON THE FORMAT SPECIFIED BY TEL 

On the condition that the following requirements are satisfied, suppliers are exempted from submitting 

investigation results using the format specified by TEL: 

 

5.1 Suppliers must define the responsibility and procedures in document format to satisfy the requirements 

described in the "Guidelines for the management of chemical substances in products" published by JAMP in 

relation to items and details of management actions concerning information on chemical substances 

contained in products. 

 

5.2 Suppliers must evaluate their conformity to the "Guidelines for the management of chemical substances in 

products" published by JAMP. Based on the judgment, suppliers issue and submit a self-declaration of 

conformity to TEL, attached with the JAMP Guidelines for the Management of Chemical Substance in 

Products Annex - List of Action Items and Check Sheet (hereinafter referred to as the Guideline Check 

Sheet). 

 

5.3 TEL checks the Guideline Check Sheet to confirm the validity of the self-declaration of conformity, and 

verifies that the management system has been constructed as demanded by TEL. 

 

5.4 If the delivered items do not contain any chemical substances that TEL must manage, that is, TEL prohibited 

substances, TEL restricted substances, and TEL mandatory managed substances, the supplier is exempted 

from providing the relevant information using the format specified by TEL. 

 

5.5 If TEL has specified an additional chemical substance(s) about which information must be reported in order 

to observe laws, regulations, or other rules applicable in Japan or other related countries, the supplier must 

immediately check that the delivered items do not contain the specified chemical substance(s). If the supplier 

has discovered that the substance(s) is contained, the supplier must report the relevant fact using the format 

specified by TEL and cooperate to ensure conformity when requested by TEL. 

 

6. REVISION AND OTHER POINTS 

TEL revises the TEL Substances Group List and other information as needed. 
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2023/3/28 Rev.2.0 

東京エレクトロン株式会社  

環境推進室 

製品環境法規制対応説明 

 

 東京エレクトロングループの考え方 

部品や材料に含まれる化学物質やCO2等の排出による環境や生態系への影響懸念から、

世界各国で環境関連法規制の制定が加速してきている。当社グループでは、次のことを

環境法規制対応の基本とする。 

 当社のお客様が活動される国・地域の環境法規制に迅速かつ的確に適合した製品

をお届けする為に取引先さまから必要な情報を収集する。 

 自主的な取り組みとして、独自の基準を設定し、製品環境法規制対応に取り組む。 

 

 各国・各地域の法規制への適合 

 EU REACH 規則※1、中国 RoHS 規制※2、GHS 規制※3、電池規制※4、エネルギー高

効率化規制※5、F-Gas 規制※6 はますます深化していくことが発表されており、また

世界各国への拡がりを見せ、これらの規制の採用国/地域も増えてきている。今後、

各国から新たな要求事項が出てくることが予想されているため、現地法人との連

携をさらに強化し、法規制情報を先取りして、漏れなく適合する。 

 

 製品環境法規制への自主的な取り組み 

有害化学物質規制対策として幅広く知られているものに、2006 年 7 月発効の EU RoHS

指令※7がある。当社グループで開発製造している、半導体･フラットパネルディスプレ

イ･太陽光パネル製造装置などはその規制対象となっていないが、当社グループでは自

主的に EU RoHS 指令で規制される 10 物質（鉛、水銀、カドミウム、6 価クロム、PBB、

PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP）の削減を進めている。今後も取引先さまにもご協力

いただき、EU RoHS 指令対応を継続していく。 

 

注釈： 

※1EU REACH 規則： 

EU REACH規則：2008年6月1日から運用が開始されたEUの新しい化学物質規制のことで化

学物質の登録･評価･認可･制限（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals）に関する規則のこと。特に製品中にSVHCの候補物質が含有される場合は、そ
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の含有情報と製品を安全に使用するための情報の提供が求められる。詳しくは以下URL参

照。https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/080612reach_gaiyo.pdf 

SVHC：Substance of Very High Concern（高懸念物質） 

 

※2 中国 RoHS 規制： 

電気電子製品有害物質使用制限管理弁法という法律名である。6 物質(鉛、水銀、カドミウ

ム、六価クロム、臭素系難燃剤(PBB と PBDE))について、装置の部位ごとの含有情報の提供

などが求められている。 

 

※3GHS 規制： 

GHSはGlobally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicalsの略で、化学品

の分類および表示に関する世界調和システムを意味し、化学品の危険有害性の分類基準お

よびラベルやSDSの内容を調和統一させるために国連で合意されたシステムのことであ

る。このGHSを導入するために、世界各国で化学物質規制の法制定や改訂が実施されてい

る。 

 

※4 電池規制： 

電池の回収・リサイクル実施などのために世界各国で電池にリサイクルマークの表示や廃

電池回収費用負担などを求める法規制が制定されている。 

 

 

※5 エネルギー高効率化規制： 

EUを始めとして、各国でコンポーネントのエネルギー高効率化規制が制定されている。例

えば、EUのErP指令(Energy-related Products)、中国のエネルギー消費効率ラベル管理弁法

（能源效率标识管理办法）、アメリカのEISA(Energy Independence and Security Act)などがあ

る。 

各コンポーネントによって、エネルギーの効率値の要求事項が決まっており、コンポーネ

ントのよっては、ラベルの貼付、政府当局への登録などが求められている。 

 

※6F-Gas 規制： 

EU Fluorinated Greenhouse Gases Regulationを始め、モントリオール議定書を基に各国が

HFCs、PFCs、SF6などの制限のこと。チラー等の冷凍機に充填される冷媒もこの規制の対

象として、高GWPのF-Gasの製造、使用の制限をしている。 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/files/reach/080612reach_gaiyo.pdf
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GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数） 

 

※7EU RoHS 指令： 

RoHS は、Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 

Equipment の略である。2006 年 7 月 1 日以降、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭素系

難燃剤(PBB と PBDE)及び 2019 年 7 月 22 日以降、フタル酸エステル類 4 物質(DEHP、BBP、

DBP、DIBP)が閾値を超えて含有する電気・電子製品の上市を EU 市場で禁止している。 

 

以上 
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March 28, 2023 Rev.2.0 

Tokyo Electron Limited  

Environment Promotion Dept.  

 

 

Explanation of How TEL Addresses Issues Regarding  
Environmental Laws and Regulations in Products 

 

 

 View of Tokyo Electron Group 

Enactment of environmental laws and regulations has accelerated in many countries due to 

concerns over the impact on the environment and ecosystems of chemical substances contained in 

parts and materials and CO2 emissions. Tokyo Electron Group has set our basic method of 

response to environmental laws and regulations as follows: 

 We will deliver products that are promptly and appropriately attuned to relevant environmental  

laws and regulations to customers worldwide. 

 We will continue our voluntary activities to set our own standards and work on product 

environmental laws and regulations. 

 

 Conformity to applicable laws in respective countries and regions 

 It has been announced that EU REACH*1, China RoHS Restriction*2, GHS Restriction*3, 

Battery Restrictions*4, Energy efficiency regulation*5, F-Gas regulation*6 and other restrictions 

will increasingly deepen. Moreover, these restrictions have been adopted in an increasing 

number of countries and regions. It is anticipated that new requirements will be proposed by 

several countries. We will conform to all new requirements by further strengthening liaison 

with local affiliates and obtaining information about laws and regulations as early as possible. 

 

 Our voluntary efforts to reduce chemical substances contained in equipment 

The EU RoHS directive*7 that went into effect in July 2006 is one of a number of well-known 

measures aimed at regulating hazardous chemical substances. Although Tokyo Electron Group's 

semiconductor manufacturing equipment, flat panel display manufacturing equipment, and solar 

panel manufacturing equipment are not targets of the regulation, we are voluntarily promoting 

reduction of ten substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, PBB, PBDE, DEHP, 

BBP, DBP and DIBP) that are regulated in the EU RoHS directive. We will continue to comply 

with the EU RoHS Directive through cooperation with our suppliers. 

 

Note: 
*1 EU REACH: 

EU REACH: This is a new EU restriction on chemical substances that went into effect on June 1, 
2008. Its official name is Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. If 
any SVHC candidate is contained in a product, the new restriction demands that manufacturers 
provide relevant details on its inclusion as well as information regarding safe use of the product. 
Visit the following URL for details. 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/081127gaiyou.pdf 

 
*2 China RoHS Restriction: 

It is a law officially known as Administrative Measures for the Restriction of the Use of Hazardous 

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/081127gaiyou.pdf
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Substances in Electrical and Electronic Products. This restriction demands that manufacturers 
provide information on inclusion of the six substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent 
chromium, PBB and PBDE) with respect to each part of the equipment. 
 

*3 GHS Restriction: 

GHS is the abbreviation for Globally Harmonized System of Classification and Labeling of 
Chemicals. The United Nations agreed to set classification criteria for degrees of toxicity of 
chemicals, and to ensure integrated harmony of labeling and contents of SDSs. In order to 
introduce GHS, many countries have enacted new laws or revised existing laws related to chemical 
substances. 
 

*4 Battery Restrictions: 

This law is already in place in many countries. It requires that manufacturers apply the recycling 
mark to their products and bear the costs of collecting used batteries in order to promote collection 
and recycling of batteries. 
 

*5 Energy efficiency regulation: 

Energy efficiency regulations for components have been established in each country, including the 
EU. For example, ErP Directive (Energy-related Products) in EU, Energy Consumption Efficiency 
Label Management Act in China, and EISA (Energy Independence and Security Act) in US. 
Each component has its own requirements for energy efficiency, and some components require 
labeling, registration with government authorities, etc. 
 

*6F-Gas regulation: 

Starting with the EU Fluorinated Greenhouse Gases Regulation, countries are restricting HFCs,  

PFCs, SF6, etc. based on the Montreal Protocol. Refrigerants used in refrigerators such as chillers 

are also subject to this regulation, and the production and use of high GWP F-Gas are restricted. 

GWP: Global Warming Potential 

 
*7 EU RoHS Directive: 

RoHS is the abbreviation for Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical 
and Electronic Equipment. It prohibits sales of electronic products in the European market when 
such products contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, PBB, PBDE, DEHP, BBP, 
DBP and DIBP beyond the threshold. 
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「パートナーシップ構築宣言」 
 

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を

進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣

言します。 

 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことによ

り、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等

を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や

働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP（事業継続計画）策定の助言等の支援も

進めます。 

 加えて、当社は地球環境保全に十分配慮した持続可能なサプライチェーンの構築に向けた取り

組みとして E-COMPASS（Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent  

Solutions）を立ち上げました。E-COMPASSは、製品はもとより事業活動全体を通して環境にフ

ォーカスし、パートナーシップのさらなる強化とサプライチェーン全体での価値共創を目指した

新たな取り組みです。当社はあらゆる経営資源を活用し、今後大きな潮流となる社会のデジタル

化とグリーン化の両立を目指し、サプライチェーン全体の協働により、脱炭素社会の実現に向け

て取り組みます。 

 

２． 「振興基準」の遵守 

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵

守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組

みます。 

 

① 価格決定方法 

  不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申

入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益

を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件

の書面等による明示・交付を行います。 
 

② 型管理などのコスト負担  

 下請事業者との協議および合意に基づく適正な型取引を行い、不要な型の廃棄を促進するとと

もに、下請事業者からの要望に反する型の無償保管要請を行いません。 
  

③支払条件 

下請事業者との取引に対する下請代金は、全額現金で支払います。 

 

  ④知的財産・ノウハウ 

  取引における下請事業者の知的財産権やノウハウ等について、下請事業者が損失を被ることの 

ないよう十分配慮するものとし、下請事業者から協議の申し入れがあった場合はこれに誠実に 
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応じるものとします。 
 

⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ  

取引先も働き方改革に対応できるよう、生産動向に関する説明会を通じた取引先への情報提供

等を行い、下請事業者に対する急な納期変更や短納期発注の場合には、下請事業者に対して、不

合理なコスト負担が発生しないよう努めます。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的

な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮し

ます。 

  

３．その他（任意記載） 

当社は、サプライチェーン全体が健全で持続可能であることを目指し、法令および社会規範に  

基づいてさまざまな観点から策定した調達方針に従い、調達およびそれにかかわる活動を行いま

す。さらに、取引先との信頼関係の構築に努め、協働でグローバルスタンダードに準拠したオペ

レーションを展開することにより、サプライチェーンにおける付加価値向上に努めます。 

 

2022年 9月 20日 

      東京エレクトロン株式会社    代表取締役社長・CEO   河合 利樹                       
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「パートナーシップ構築宣言」 
 

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を

進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣

言します。 

 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことによ

り、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等

を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や

働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP（事業継続計画）策定の助言等の支援も

進めます。 

 加えて、当社は地球環境保全に十分配慮した持続可能なサプライチェーンの構築に向けた取り

組みとして E-COMPASS（Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent  

Solutions）を立ち上げました。E-COMPASSは、製品はもとより事業活動全体を通して環境にフ

ォーカスし、パートナーシップのさらなる強化とサプライチェーン全体での価値共創を目指した

新たな取り組みです。当社はあらゆる経営資源を活用し、今後大きな潮流となる社会のデジタル

化とグリーン化の両立を目指し、サプライチェーン全体の協働により、脱炭素社会の実現に向け

て取り組みます。 

 

２． 「振興基準」の遵守 

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵

守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組

みます。 

 

① 価格決定方法 

  不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申

入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益

を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件

の書面等による明示・交付を行います。 
 

② 型管理などのコスト負担  

 下請事業者との協議および合意に基づく適正な型取引を行い、不要な型の廃棄を促進するとと

もに、下請事業者からの要望に反する型の無償保管要請を行いません。 
  

③支払条件 

下請事業者との取引に対する下請代金は、全額現金で支払います。 

 

  ④知的財産・ノウハウ 

  取引における下請事業者の知的財産権やノウハウ等について、下請事業者が損失を被ることの 

ないよう十分配慮するものとし、下請事業者から協議の申し入れがあった場合はこれに誠実に 
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応じるものとします。 
 

⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ  

取引先も働き方改革に対応できるよう、生産動向に関する説明会を通じた取引先への情報提供

等を行い、下請事業者に対する急な納期変更や短納期発注の場合には、下請事業者に対して、不

合理なコスト負担が発生しないよう努めます。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的

な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮し

ます。 

  

３．その他（任意記載） 

当社は、サプライチェーン全体が健全で持続可能であることを目指し、法令および社会規範に  

基づいてさまざまな観点から策定した調達方針に従い、調達およびそれにかかわる活動を行いま

す。さらに、取引先との信頼関係の構築に努め、協働でグローバルスタンダードに準拠したオペ

レーションを展開することにより、サプライチェーンにおける付加価値向上に努めます。 

 

2023年 2月 23日 

（2023年 6月 21日 代表者変更による更新） 

 

 東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社    代表取締役社長  両角 友一朗                     
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「パートナーシップ構築宣言」 
 

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を

進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣

言します。 

 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことによ

り、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等

を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や

働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP（事業継続計画）策定の助言等の支援も

進めます。 

 加えて、当社は地球環境保全に十分配慮した持続可能なサプライチェーンの構築に向けた取り

組みとして E-COMPASS（Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent  

Solutions）を立ち上げました。E-COMPASS は、製品はもとより事業活動全体を通して環境にフ

ォーカスし、パートナーシップのさらなる強化とサプライチェーン全体での価値共創を目指した

新たな取り組みです。当社はあらゆる経営資源を活用し、今後大きな潮流となる社会のデジタル

化とグリーン化の両立を目指し、サプライチェーン全体の協働により、脱炭素社会の実現に向け

て取り組みます。 

 

２． 「振興基準」の遵守 

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵

守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組

みます。 

 

① 価格決定方法 

  不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申

入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益

を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件

の書面等による明示・交付を行います。 
 

② 型管理などのコスト負担  

 下請事業者との協議および合意に基づく適正な型取引を行い、不要な型の廃棄を促進するとと

もに、下請事業者からの要望に反する型の無償保管要請を行いません。 
  

③支払条件 

下請事業者との取引に対する下請代金は、全額現金で支払います。 

 

  ④知的財産・ノウハウ 

  取引における下請事業者の知的財産権やノウハウ等について、下請事業者が損失を被ることの 

ないよう十分配慮するものとし、下請事業者から協議の申し入れがあった場合はこれに誠実に 
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応じるものとします。 
 

⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ  

取引先も働き方改革に対応できるよう、生産動向に関する説明会を通じた取引先への情報提供

等を行い、下請事業者に対する急な納期変更や短納期発注の場合には、下請事業者に対して、不

合理なコスト負担が発生しないよう努めます。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的

な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮し

ます。 

  

３．その他（任意記載） 

当社は、サプライチェーン全体が健全で持続可能であることを目指し、法令および社会規範に  

基づいてさまざまな観点から策定した調達方針に従い、調達およびそれにかかわる活動を行いま

す。さらに、取引先との信頼関係の構築に努め、協働でグローバルスタンダードに準拠したオペ

レーションを展開することにより、サプライチェーンにおける付加価値向上に努めます。 

 

2023 年 2月 24日 

（2023 年 6月 21日 代表者変更による更新) 

 

      東京エレクトロン宮城株式会社    代表取締役社長   神原 弘光                      
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「パートナーシップ構築宣言」 
 

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を

進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣

言します。 

 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことによ

り、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等

を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や

働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP（事業継続計画）策定の助言等の支援も

進めます。 

 加えて、当社は地球環境保全に十分配慮した持続可能なサプライチェーンの構築に向けた取り

組みとして E-COMPASS（Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent  

Solutions）を立ち上げました。E-COMPASSは、製品はもとより事業活動全体を通して環境にフ

ォーカスし、パートナーシップのさらなる強化とサプライチェーン全体での価値共創を目指した

新たな取り組みです。当社はあらゆる経営資源を活用し、今後大きな潮流となる社会のデジタル

化とグリーン化の両立を目指し、サプライチェーン全体の協働により、脱炭素社会の実現に向け

て取り組みます。 

 

２． 「振興基準」の遵守 

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵

守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組

みます。 

 

① 価格決定方法 

  不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申

入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益

を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を含め契約に当たっては、親事業者は契約条件

の書面等による明示・交付を行います。 
 

② 型管理などのコスト負担  

 下請事業者との協議および合意に基づく適正な型取引を行い、不要な型の廃棄を促進するとと

もに、下請事業者からの要望に反する型の無償保管要請を行いません。 
  

③支払条件 

下請事業者との取引に対する下請代金は、全額現金で支払います。 

 

  ④知的財産・ノウハウ 

  取引における下請事業者の知的財産権やノウハウ等について、下請事業者が損失を被ることの 

ないよう十分配慮するものとし、下請事業者から協議の申し入れがあった場合はこれに誠実に 
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応じるものとします。 
 

⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ  

取引先も働き方改革に対応できるよう、生産動向に関する説明会を通じた取引先への情報提供

等を行い、下請事業者に対する急な納期変更や短納期発注の場合には、下請事業者に対して、不

合理なコスト負担が発生しないよう努めます。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的

な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮し

ます。 

  

３．その他（任意記載） 

当社は、サプライチェーン全体が健全で持続可能であることを目指し、法令および社会規範に  

基づいてさまざまな観点から策定した調達方針に従い、調達およびそれにかかわる活動を行いま

す。さらに、取引先との信頼関係の構築に努め、協働でグローバルスタンダードに準拠したオペ

レーションを展開することにより、サプライチェーンにおける付加価値向上に努めます。 

 

2023年 2月 24日 

      東京エレクトロン九州株式会社    代表取締役社長  林 伸一                       
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「パートナーシップ構築宣言」 
 

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を

進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣

言します。 

 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことによ

り、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等

を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や

働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP（事業継続計画）策定の助言等の支援も

進めます。 

 加えて、当社は地球環境保全に十分配慮した持続可能なサプライチェーンの構築に向けた取り

組みとして E-COMPASS（Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent  

Solutions）を立ち上げました。E-COMPASSは、製品はもとより事業活動全体を通して環境にフ

ォーカスし、パートナーシップのさらなる強化とサプライチェーン全体での価値共創を目指した

新たな取り組みです。当社はあらゆる経営資源を活用し、今後大きな潮流となる社会のデジタル

化とグリーン化の両立を目指し、サプライチェーン全体の協働により、脱炭素社会の実現に向け

て取り組みます。 

 

２． 「振興基準」の遵守 

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵

守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組

みます。 

 

① 価格決定方法 

  不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者と少なくとも

年に１回以上の協議を行うとともに、下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における労働

条件の改善が可能となるよう、十分に協議して決定します。 

その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとっ

た上で決定します。 

また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、要請額の妥当性について取引先

と十分に協議のうえ、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指します。 

なお、取引対価の決定を含め契約に当たっては、契約条件の書面等による明示・交付を行いま

す。 
  

②  支払条件 

下請事業者との取引に対する下請代金は、全額現金で支払います。 
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③ 知的財産・ノウハウ 

   「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」や、「契約書

ひな形」を踏まえて取引を行い、片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウ

ハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは、合理的な理由なく求めません。 
 

④ 働き方改革等に伴うしわ寄せ  

取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対する急な納期変更や短納期発注は適

正なコスト負担の下で依頼します。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を

押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。 

  

３．その他（任意記載） 

当社は、サプライチェーン全体が健全で持続可能であることを目指し、法令および社会規範に  

基づいてさまざまな観点から策定した調達方針に従い、調達およびそれにかかわる活動を行いま

す。さらに、取引先との信頼関係の構築に努め、協働でグローバルスタンダードに準拠したオペ

レーションを展開することにより、サプライチェーンにおける付加価値向上に努めます。 

 

2025年 1月 20日 

      東京エレクトロンＢＰ株式会社    代表取締役社長 八木 勝義                     
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「パートナーシップ構築宣言」 

 当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を

進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣

言します。 

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携 

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける（「Tier N」から「Tier N+1」へ）ことによ

り、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等

を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指します。その際、災害時等の事業継続や

働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入や BCP（事業継続計画）策定の助言等の支援も

進めます。 

 加えて、当社は地球環境保全に十分配慮した持続可能なサプライチェーンの構築に向けた取り

組みとして E-COMPASS（Environmental Co-Creation by Material, Process and Subcomponent  

Solutions）を立ち上げました。E-COMPASSは、製品はもとより事業活動全体を通して環境にフ

ォーカスし、パートナーシップのさらなる強化とサプライチェーン全体での価値共創を目指した

新たな取り組みです。当社はあらゆる経営資源を活用し、今後大きな潮流となる社会のデジタル

化とグリーン化の両立を目指し、サプライチェーン全体の協働により、脱炭素社会の実現に向け

て取り組みます。 

２． 「振興基準」の遵守 

親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行（下請中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵

守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組

みます。 

① 価格決定方法

不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者と少なくとも

年に１回以上の協議を行うとともに、下請事業者の適正な利益を含み、下請事業者における労働

条件の改善が可能となるよう、十分に協議して決定します。 

その際、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとっ

た上で決定します。 

また、原材料費やエネルギーコストの高騰があった場合には、要請額の妥当性について取引先

と十分に協議のうえ、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指します。 

なお、取引対価の決定を含め契約に当たっては、契約条件の書面等による明示・交付を行いま

す。 

② 型管理などのコスト負担

 「型取引の適正化推進協議会報告書」に掲げられている「型取引の基本的な考え方・基本原則

について」を踏まえて型取引を行い、不要な型の廃棄を促進するとともに、下請事業者に対して

型の無償保管要請を行いません。 
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③ 支払条件

下請事業者との取引に対する下請代金は、全額現金で支払います。

④ 知的財産・ノウハウ

「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」や、「契約書

ひな形」を踏まえて取引を行い、片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウ

ハウの開示や知的財産権の無償譲渡などは、合理的な理由なく求めません。 

⑤ 働き方改革等に伴うしわ寄せ

取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対する急な納期変更や短納期発注は適

正なコスト負担の下で依頼します。災害時等においては、下請事業者に取引上一方的な負担を

押し付けないように、また、事業再開時等には、できる限り取引関係の継続等に配慮します。 

３．その他（任意記載） 

当社は、サプライチェーン全体が健全で持続可能であることを目指し、法令および社会規範に 

基づいてさまざまな観点から策定した調達方針に従い、調達およびそれにかかわる活動を行いま

す。さらに、取引先との信頼関係の構築に努め、協働でグローバルスタンダードに準拠したオペ

レーションを展開することにより、サプライチェーンにおける付加価値向上に努めます。 

2025年 1月 20日 

東京エレクトロンＦＥ株式会社 代表取締役社長 郡 宗一郎



 

CTPAT Forced Labor Policy Statement – July 31, 2023 

CTPAT Forced Labor Policy Statement 
 

As a responsible manufacturing and supply business operating in the global business 
community, Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. (“TEH”) a wholly owned subsidiary of the Tokyo 
Electron Limited (the “TEL Group”), is committed to collaborating with partners across its supply 
chain to combat human rights abuses such as forced labor. This commitment is recognized in 
TEL Group’s Corporate Philosophy which defines its mission in society as follows: “we strive to 
contribute to the development of a dream-inspiring society through our leading-edge 
technologies and reliable service and support.”   
 

As emphasized in the TEL Group Human Rights Policy, we are committed to forbidding 
forced labor in any form and complying with all applicable laws, regulations, and industry 
compliance standards, including those related to TEH’s status as a Customs Trade Partnership 
Against Terrorism (“CTPAT”) Trade Partner. In support of these commitments, TEL Group 
maintains a robust compliance, due diligence, training, and monitoring system throughout the 
organization to identify and mitigate human rights risk. We regularly interface with and conduct 
compliance assessments on our suppliers and partners on these issues and expect and require 
that participants in our supply chain forbid the use of forced labor completely. 

To further advance these principles and respond to the increasing global concerns 
regarding forced labor, TEL Group promotes compliance and sustainability as an important 
initiative throughout TEL Group. We have incorporated universal guidelines and standards, 
including the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, the United 
Nations Global Compact and an industry standard, Responsible Business Alliance (“RBA”) Code 
of Conduct, into the TEL Group’s strategies, policies and procedures, and have established and 
continue to cultivate a culture of integrity.  

TEL Group is committed to partnering with its people and partners across its supply chains 
to help create and sustain an environment where workers’ human rights are fully respected in 
each location in which it operates. We believe this is a matter of legal compliance, a sound 
business practice, and the right thing to do. 
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UK Modern Slavery Act 2015 Transparency Statement 

Introduction from the Representative Director, President and Managing Director 

As a responsible manufacturing and supply business operating in the global business 
community, the Tokyo Electron Group (the Group) recognizes the risk of unintentionally being 
involved in human rights exploitation and is committed to collaborating with its supply chains  
to combat human rights abuses such as modern slavery and human trafficking. This 
commitment is recognized in the Group's corporate philosophy which defines its mission in 
society as “we strive to contribute to the development of a dream-inspiring society through our 
leading-edge technologies and reliable service and support”. 
 
To respond to the increasing global concerns of, amongst other things, modern slavery,  
human trafficking and human rights, the Group has assigned the dedicated function to promote 
sustainability to lead this important initiative throughout the Group. As the guiding principle of 
sustainability, the Group has incorporated universal guidelines and standards, including the 
United Nations Global Compact and an industry standard, Responsible Business Alliance (RBA) 
Code of Conduct, into the Group’s strategies, policies and procedures, and has established and 
continues to cultivate a culture of integrity. 
 
Organisation's structure and business1 

Tokyo Electron Limited is a global manufacturer of semiconductor production equipment and 
flat panel display production equipment in the technology sector and has its head office in Japan. 
It is the parent company of the Group which has 17,7022

 employees worldwide and operates in 
19 countries. 
 
Tokyo Electron Europe Limited is a subsidiary of Tokyo Electron Limited and engages in sales 
and services in a wide range of high-technology fields in Europe. Tokyo Electron Europe 
Limited, located in the United Kingdom, is the headquarters of our European operation, 
comprising, 7203 employees in 4 companies across 10 countries. 
 
The Group has a global annual turnover of 1,830,527million Japanese Yen. 

Our supply chains 

Our main direct suppliers are manufacturers of components and parts for semiconductor 
production equipment, as well as labour service providers for supporting such equipment. 
Among the Group-wide supply chains, the majority of our suppliers by spend are located in 
Japan. 

                                                

1 This statement is made on behalf of Tokyo Electron Limited and its subsidiary Tokyo Electron Europe 
Limited, which are both required to make a statement pursuant to s54 of the Modern Slavery Act.  

2 As of 31 March 2024 
 
3 As of 31 March 2024 
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The Group is committed to partner with its people and supply chains to create an environment 
where workers’ human rights are fully respected in each location in which it operates. 

 

Our policies on anti-modern slavery and human trafficking 

The Group has established Tokyo Electron Group Human Rights Policy referring to the United 
Nations’ Guiding Principles on Business and Human Rights and the International Bill of Human 
Rights and the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work referred to 
therein, the Ten Principles of the United Nations Global Compact, and the RBA Code of 
Conduct. We have firmly upheld human rights since our founding as reflected in the spirit of “the 
Corporate Philosophy" and “the Management Policies" of the Group.  Key human rights issues 
are also addressed in the Group’s Code of Ethics and Procurement Policy, which covers the 
Group's entire operations and direct supply chains. 

We incorporate the concept of respect into every aspect of our business activities, and strive for 
the creation of a corporate culture that enables each person to realize his or her full potential 
and freely enjoy their livelihoods. We also give the highest consideration to the health and safety 
of every person and respect his or her dignity. 

For us, respecting human rights means a significant understanding not only to fulfil our 
responsibility for eliminating modern slavery and other adverse impacts on people through 
business activities, but also those who support our business activities, and contribute to the 
realization of a sustainable dream-inspiring society. 

In recent years there has been an emerging concern in the electronics industry for better 
treatment of workers in supply chains, we therefore publicly announced our membership of the 
RBA in June 2015 and our commitment that the Group would conform to the RBA Code of 
Conduct. In line with this we are committed to pursue socially responsible practices in line with 
global standards and to ensure that there is no modern slavery or human trafficking in our supply 
chains or in any part of our business with a continuous improvement approach. 

 

Due diligence processes for slavery and human trafficking 

We have zero tolerance to slavery and human trafficking. As part of our initiative to identify and 
mitigate slavery and human trafficking risk the Group has worked to establish a robust due 
diligence system throughout the organization. 

Key steps we have taken as of the fiscal year ending 31 March 2024 are as follows: 

 We continue to assess our conformity with the RBA Code of Conduct. This is conducted 
by way of a sustainability assessment in the areas of labour and employment practices, 
health and safety, ethics, the protection of the environment, and management systems. 
This has been extended to cover human resources, logistics, customs and facility 
service suppliers in addition to our materials suppliers. 

 We investigated our suppliers to mitigate risks associated with forced labour and debt 
labour in our supply chain. Our suppliers worked with us to take the corrective actions 

https://www.tel.com/sustainability/management-foundation/human-rights/index.html
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that we had identified. With the understanding and cooperation of our suppliers, we 
continue to combat modern slavery in our supply chain. 

 In 2023, continuing from the previous year, we also investigated our Group companies 
to identify whether there are internal risks of breaching human rights. Our investigation 
included distribution of a unified survey to each Group company. The survey contained 
the same questions and indicators as the survey we ask our suppliers to complete. 
Following review of the responses, we provided feedback to each group company, and 
requested corrective actions where required to further reduce any internal risks related 
to breach of human rights. We also visited at the site of overseas group company to 
confirm the actual situation and discuss the effectiveness of corrective actions taken. 

 We have published “Tokyo Electron Group Code of Ethics” as a code of conduct for all 
executives and employees and to ensure awareness of our Code of Ethics, we have 
translated it into 6 languages. Our Code of Ethics includes a statement to secure human 
rights and commit to ensuring human rights and not discriminating or supporting forced 
labour, debt labour, child labour, or any other form of modern slavery. We conduct 
mandatory annual training on the Code of Ethics and collect acknowledgements of 
compliance from executives and employees, aiming to achieve a pledge rate of 100%. 

We have established an internal reporting system that is also accessible to our suppliers, 
“TEL Group Ethics & Compliance Hotline” as a global common internal point of contact 
that uses a third-party system, and to maintain confidentiality and anonymity. This hotline 
can be accessed via phone or a dedicated website 24 hours a day, 365 days a year, 
and accommodates all languages used by employees. Also, we provide an external 
point of contact at a law firm that can be contacted directly. We responded to all reports 
we received through these points of contact, conducted investigations in accordance 
with internal rules to implement corrective measures as well as preventive measures. 
We do not tolerate retaliation against those who report ethics and compliance concerns 
in good faith, ensuring no one is permitted to engage in retaliation, or any form of 
retaliatory behaviours, against another for reporting ethics and compliance concerns. 
We promote enhancement of the reporting system. Breakdown of Consultation/Report 
Contents is disclosed in our integrated report 2023. 

 We proactively continued activities of our human rights project team with representatives 
from our compliance, human resources, procurement, logistics, facility service and 
sustainability departments. The team has focused on conducting the sustainability 
assessment, evaluation and analysis of assessment results. With the process 
established, the team promotes and supports established corrective actions by each 
Group company as well as our suppliers and requested them for their cooperation for 
corrective actions to mitigate the risk in our supply chain. 

 

Training 

To ensure a high level of understanding of the risks of modern slavery and human trafficking in 
our supply chains and our business, we provide human rights training to all our employees. 

 

https://www.tel.com/ir/library/ar/f3gfkt000000003v-att/ir2023_all_en.pdf
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Our effectiveness in combating slavery and human trafficking 

Our Group’s major sites are currently rated as low risk and we will continue to measure how 
effective we have been in ensuring that slavery and human trafficking is not taking place in any 
part of our business or supply chains:  

 

Further steps 

Following a review of the effectiveness of the steps we have taken this year to ensure that there 
is no slavery or human trafficking in our supply chains we intend to take the following further 
steps to combat slavery and human trafficking: 

 Strengthen the structure and activities of human rights projects to deepen our due 
diligence process. 

 Continue to assess and monitor the risks in our supply chain. 

 Implement corrective actions in our supply chain to mitigate risks based on evaluation 
and analysis of the sustainability assessment results. 

 We are actively working to evaluate the effectiveness of corrective actions. If there is a 
problem with effectiveness, the corrective measures themselves will be reviewed. 

 Additionally, we will further improve our grievance mechanisms and make it more 
effective so that we can quickly and appropriately deal with negative impacts on human 
rights. 

 Pursuit of transparency and enhancement of disclosed information. 

This statement is made pursuant to section 54(1) of the Modern Slavery Act 2015 and 
constitutes our Group's slavery and human trafficking statement for the financial year ending 31 
March 2024. 

This statement has been unanimously approved by the board of directors of Tokyo Electron 
Europe Limited. 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Tokyo Electron Europe Limited 

Date: 11 June 2024 



2023 年 9 月 30 日 

東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式会社行動計画 

 

東京エレクトロン テクノロジーソリューションズにおいてダイバーシティ、エクイティ＆インクル

ージョンは、継続的なイノベーションの創出、企業価値の向上につながる経営の柱であり、経営陣の強

いコミットメントのもと、積極的に取り組んでいます。東京エレクトロン テクノロジーソリューショ

ンズにおける本行動計画では、女性社員の活躍推進に焦点を当て、次のとおり行動計画を策定します。 

 

１． 計画期間： 2023年10月1日～2027年3月31日までの3年6か月間 

 

２． 数値目標：  

⑴ 女性管理職者数※（2023年9月末時点：9名）を2027/3 期中に17名にする 

  ※高度専門職含む 

⑵ 計画期間内において、年次有給休暇取得率80％を達成する 

 

３． 内容： 

取り組み1：サクセッションプランニングにおいて、管理職におけるジェンダーダイバーシティ

の向上に取り組む  

＜計画期間＞ 

2023年10月1日～ 

 

＜対策＞ 

⚫ ダイバーシティを意識したタレントパイプライン（人材育成計画）形成をおこなう 

⚫ 人材育成プログラム・リーダーシップ開発を支援する取り組みをおこなう 

 

取り組み２：女性社員比率を高めるため、採用活動に注力する 

＜計画期間＞ 

2023年10月1日～ 

 

＜対策＞ 

⚫ 従業員の大半をエンジニアが占める当社の状況を踏まえて、リクルーターの活用やブランデ

ィングなどに積極的な投資をおこなう 

⚫ 女性採用者比率の目標を、エンジニアは20％、それ以外の職種は50％とする 

 

取り組み３：女性社員の活躍を促す 



2023 年 9 月 30 日 

＜計画期間＞ 

2023年10月1日～ 

 

＜対策＞ 

⚫ 社内外の専門家やリーダーによるダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン・トークと

いったイベントを実施し、意識啓発をおこなう 

⚫ ロールモデル等、効果的な情報共有を通じて、女性社員本人だけではなく、職場のマネージャ

ーや同僚の意識改革をおこなう 

⚫ 共通の特性や経験をもった従業員のネットワーク機会を創出する 

⚫ 産休や育休の取得前後でのキャリア座談会などを実施し、両立支援をおこなう 

 

取り組み4：すべての社員の働きやすさと活躍を支援する職場環境を整備する  

＜計画期間＞ 

2023年10月1日～ 

 

＜対策＞ 

⚫ 年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりおよび計画的取得に向けた意識啓発等を実施し、

計画期間内において、年次有給休暇取得率80％を達成する 

⚫ 定期的な取得状況のモニタリングおよび取得促進に向けたフォロー実施 

 

以上 



2022 年 3 月 31 日 

東京エレクトロンＢＰ株式会社行動計画 

 

東京エレクトロンＢＰにおいてダイバーシティ＆インクルージョンは、継続的なイノベーションの創

出、企業価値の向上につながる経営の柱であり、経営陣の強いコミットメントのもと、積極的に取り組

んでいます。東京エレクトロンＢＰにおける本行動計画では、女性社員の活躍推進に焦点を当て、次の

とおり行動計画を策定します。 

 

１． 計画期間： 2022年4月1日～2027年3月31日までの5年間 

 

２． 数値目標：  

⑴ 女性管理職者数※（2021年3月末時点：１名）を2027/3 期中に２名にする 

  ※高度専門職含む 

⑵ 計画期間内において、年次有給休暇取得率70％を達成する 

 

３． 内容： 

取り組み1：サクセッションプランニングにおいて、管理職における女性比率の向上に取り組む  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 ダイバーシティを意識したタレントパイプライン（人材育成計画）形成をおこなう 

 女性社員向け育成プログラム・リーダーシップ開発を支援する取り組みをおこなう 

 

取り組み２：女性社員比率を高めるため、採用活動に注力する 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 リクルーターの活用やブランディングなどに積極的な投資をおこなう 

 各地域における一般的な女性比率と同等以上の女性を採用する 

 

取り組み３：女性社員の活躍を促すため、社員の意識改革をおこなう  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 



2022 年 3 月 31 日 

 

 

 

＜対策＞ 

 社内外の専門家やリーダーによるダイバーシティ＆インクルージョン・トークといったイベ

ントを実施し、意識啓発をおこなう 

 ロールモデル等、効果的な情報共有を通じて、女性社員本人だけではなく、職場のマネージャ

ーや同僚の意識改革をおこなう 

 共通の特性や経験をもった従業員のネットワーク機会を創出する 

 産休や育休の取得前後でのキャリア座談会などを実施し、両立支援をおこなう 

 

取り組み4：すべての社員の働きやすさと活躍を支援する職場環境を整備する  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりおよび計画的取得に向けた意識啓発等を実施し、

計画期間内において、年次有給休暇取得率70％を達成する 

 定期的な取得状況のモニタリングおよび取得促進に向けたフォロー実施 

 

以上 



2022 年 3 月 31 日 

東京エレクトロンFE株式会社行動計画 

 

東京エレクトロンFEにおいてダイバーシティ＆インクルージョンは、継続的なイノベーションの創

出、企業価値の向上につながる経営の柱であり、経営陣の強いコミットメントのもと、積極的に取り組

んでいます。東京エレクトロンFEにおける本行動計画では、女性社員の活躍推進に焦点を当て、次のと

おり行動計画を策定します。 

 

１． 計画期間： 2022年4月1日～2027年3月31日までの5年間  

 

２． 数値目標：  

⑴ 女性管理職者数※（2021年3月末時点：2名）を2027/3 期中に4名にする 

  ※高度専門職含む 

⑵ 計画期間内において、年次有給休暇取得率80％を達成する 

 

３． 内容： 

取り組み1：サクセッションプランニングにおいて、管理職における女性比率の向上に取り組む  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 ダイバーシティを意識したタレントパイプライン（人材育成計画）形成をおこなう 

 女性社員向け育成プログラム・リーダーシップ開発を支援する取り組みをおこなう 

 

取り組み２：女性社員比率を高めるため、採用活動に注力する 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 従業員の大半をエンジニアが占める当社の状況を踏まえて、リクルーターの活用やブランデ

ィングなどに積極的な投資をおこなう 

 各地域における一般的な女性比率（エンジニアの場合、理工学専攻の女性比率）と同等以上の

女性を採用する 

 

取り組み３：女性社員の活躍を促すため、社員の意識改革をおこなう  



2022 年 3 月 31 日 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 社内外の専門家やリーダーによるダイバーシティ＆インクルージョン・トークといったイベ

ントを実施し、意識啓発をおこなう 

 ロールモデル等、効果的な情報共有を通じて、女性社員本人だけではなく、職場のマネージャ

ーや同僚の意識改革をおこなう 

 共通の特性や経験をもった従業員のネットワーク機会を創出する 

 産休や育休の取得前後でのキャリア座談会などを実施し、両立支援をおこなう 

 

取り組み4：すべての社員の働きやすさと活躍を支援する職場環境を整備する  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりおよび計画的取得に向けた意識啓発等を実施し、

計画期間内において、年次有給休暇取得率80％を達成する 

 定期的な取得状況のモニタリングおよび取得促進に向けたフォロー実施 

 

以上 



2022 年 3 月 31 日 

東京エレクトロン株式会社行動計画 

 

東京エレクトロンにおいてダイバーシティ＆インクルージョンは、継続的なイノベーションの創出、

企業価値の向上につながる経営の柱であり、経営陣の強いコミットメントのもと、積極的に取り組んで

います。東京エレクトロンにおける本行動計画では、女性社員の活躍推進に焦点を当て、次のとおり行

動計画を策定します。 

 

１． 計画期間： 2022年4月1日～2027年3月31日までの5年間  

 

２． 数値目標：  

⑴ 女性管理職者数※（2021年3月末時点：26名）を2027/3 期中に56名にする 

  ※高度専門職含む 

⑵ 計画期間内において、年次有給休暇取得率70％を達成する 

 

３． 内容： 

取り組み1：サクセッションプランニングにおいて、管理職における女性比率の向上に取り組む  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 ダイバーシティを意識したタレントパイプライン（人材育成計画）形成をおこなう 

 女性社員向け育成プログラム・リーダーシップ開発を支援する取り組みをおこなう 

 

取り組み２：女性社員比率を高めるため、採用活動に注力する 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 従業員の大半をエンジニアが占める当社の状況を踏まえて、リクルーターの活用やブランデ

ィングなどに積極的な投資をおこなう 

 各地域における一般的な女性比率（エンジニアの場合、理工学専攻の女性比率）と同等以上の

女性を採用する 

 

取り組み３：女性社員の活躍を促すため、社員の意識改革をおこなう  



2022 年 3 月 31 日 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 社内外の専門家やリーダーによるダイバーシティ＆インクルージョン・トークといったイベ

ントを実施し、意識啓発をおこなう 

 ロールモデル等、効果的な情報共有を通じて、女性社員本人だけではなく、職場のマネージャ

ーや同僚の意識改革をおこなう 

 共通の特性や経験をもった従業員のネットワーク機会を創出する 

 産休や育休の取得前後でのキャリア座談会などを実施し、両立支援をおこなう 

 

取り組み4：すべての社員の働きやすさと活躍を支援する職場環境を整備する  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりおよび計画的取得に向けた意識啓発等を実施し、

計画期間内において、年次有給休暇取得率70％を達成する 

 定期的な取得状況のモニタリングおよび取得促進に向けたフォロー実施 

 

以上 



2022 年 3 月 31 日 

東京エレクトロン宮城株式会社行動計画 

 

東京エレクトロンにおいてダイバーシティ＆インクルージョンは、継続的なイノベーションの創出、

企業価値の向上につながる経営の柱であり、経営陣の強いコミットメントのもと、積極的に取り組んで

います。東京エレクトロンにおける本行動計画では、女性社員の活躍推進に焦点を当て、次のとおり行

動計画を策定します。 

 

１． 計画期間： 2022年4月1日～2027年3月31日までの5年間  

 

２． 数値目標：  

(1) 女性管理職者数※（2021年3月末時点：0名）を2027/3 期中に5名にする 

(2) 計画期間内において、年次有給休暇取得率70％を達成する 

 

３． 内容： 

取り組み1：サクセッションプランニングにおいて、管理職における女性比率の向上に取り組む  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 メンターを設定し、ダイバーシティを意識したタレントパイプライン（人材育成計画）形成を

おこなう 

 女性社員向け育成プログラム・リーダーシップ開発を支援する取り組みをおこなう 

 

取り組み２：女性社員比率を高めるため、採用活動に注力する 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 従業員の大半をエンジニアが占める当社の状況を踏まえて、リクルーターの活用やブランデ

ィングなどに積極的な投資をおこなう 

 各地域における一般的な女性比率（エンジニアの場合、理工学専攻の女性比率）と同等以上の

女性を採用する 

 

取り組み３：女性社員の活躍を促すため、社員の意識改革をおこなう  



2022 年 3 月 31 日 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 社内外の専門家やリーダーによるダイバーシティ＆インクルージョン・トークといったイベ

ントを実施し、意識啓発をおこなう 

 ロールモデル等、効果的な情報共有を通じて、女性社員本人だけではなく、職場のマネージャ

ーや同僚の意識改革をおこなう 

 共通の特性や経験をもった従業員のネットワーク機会を創出する 

 産休や育休の取得前後でのキャリア座談会などを実施し、両立支援をおこなう 

 

取り組み4：すべての社員の働きやすさと活躍を支援する職場環境を整備する  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりおよび計画的取得に向けた意識啓発等を実施し、

計画期間内において、年次有給休暇取得率70％を達成する 

 定期的な取得状況のモニタリングおよび取得促進に向けたフォロー実施 

 

以上 



2022 年 3 月 31 日 

東京エレクトロン九州株式会社行動計画 

 

東京エレクトロン九州株式会社においてダイバーシティ＆インクルージョンは、継続的なイノベーシ

ョンの創出、企業価値の向上につながる経営の柱であり、経営陣の強いコミットメントのもと、積極的

に取り組んでいます。東京エレクトロン九州株式会社における本行動計画では、女性社員の活躍推進に

焦点を当て、次のとおり行動計画を策定します。 

 

１． 計画期間： 2022年4月1日～2027年3月31日までの5年間  

 

２． 数値目標：  

(1)  女性管理職者数※（2021年3月末時点：3名）を2027/3 期中に8名にする 

   ※高度専門職含む 

(2)  計画期間内において、年次有給休暇取得率70％を達成する 

 

３． 内容： 

取り組み1：サクセッションプランニングにおいて、管理職における女性比率の向上に取り組む  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 ダイバーシティを意識したタレントパイプライン（人材育成計画）形成をおこなう 

 女性社員向け育成プログラム・リーダーシップ開発を支援する取り組みをおこなう 

 

取り組み２：女性社員比率を高めるため、採用活動に注力する 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 従業員の大半をエンジニアが占める当社の状況を踏まえて、リクルーターの活用やブランデ

ィングなどに積極的な投資をおこなう 

 各地域における一般的な女性比率（エンジニアの場合、理工学専攻の女性比率）と同等以上の

女性を採用する 

 

取り組み３：女性社員の活躍を促すため、社員の意識改革をおこなう  



2022 年 3 月 31 日 

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 社内外の専門家やリーダーによるダイバーシティ＆インクルージョン・トークといったイベ

ントを実施し、意識啓発をおこなう 

 ロールモデル等、効果的な情報共有を通じて、女性社員本人だけではなく、職場のマネージャ

ーや同僚の意識改革をおこなう 

 共通の特性や経験をもった従業員のネットワーク機会を創出する 

 産休や育休の取得前後でのキャリア座談会などを実施し、両立支援をおこなう 

 

取り組み4：すべての社員の働きやすさと活躍を支援する職場環境を整備する  

＜計画期間＞ 

2022年4月1日～ 

 

＜対策＞ 

 年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりおよび計画的取得に向けた意識啓発等を実施し、

計画期間内において、年次有給休暇取得率70％を達成する 

 定期的な取得状況のモニタリングおよび取得促進に向けたフォロー実施 

 

以上 




